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令和４年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について 

 

 国の令和４年度一般会計歳入歳出概算につきましては、令和３年１２月２４日、

閣議決定されたところであります。 

 この国の一般会計歳入歳出概算に関連して、現在令和４年度の地方財政計画の

策定を急いでいるところであり、現時点においては細部にわたり確定を見るに至

っておりませんが、地方公共団体の予算編成作業の状況に鑑み、さしあたり現段

階における地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について、別紙のとおり

お知らせいたします。 

 また、貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかにその趣旨

を御連絡いただくようお願い申し上げます。 
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（別 紙） 

 

第１ 国の予算等 

政府は、令和３年１２月３日に「令和４年度予算編成の基本方針」（別添

資料第１）を閣議決定するとともに、同月２３日に「令和４年度の経済見通

しと経済財政運営の基本的態度」（別添資料第２）を閣議了解し、これに基

づいて同月２４日、令和４年度一般会計歳入歳出概算（別添資料第３）を閣

議決定した。 

１ 令和４年度一般会計歳入歳出概算は、「令和４年度予算編成の基本方針」

の次のような基本的考え方により編成された。 

(1) 基本的考え方 

① 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に

緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さがみられる。

先行きについては、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効

果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。

ただし、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分

注意する必要がある。また、足元では新たな変異株の出現による感染拡

大への懸念が生じていることから、新型コロナウイルス感染症による内

外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。 

② このように先行き不透明な中、岸田内閣では、最悪の事態を想定しつ

つ水際対策を行うなど、喫緊かつ最優先の課題である新型コロナウイル

ス感染症対応に万全を期し、感染症により大きな影響を受ける方々の支

援等を速やかに行うべく必要な対策を講ずるとともに、「成長と分配の

好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとした新しい

資本主義を実現すべく精力的に取り組んでいるところである。 

③ まず、新型コロナウイルス感染症対応については、これまでも、感染

状況や、企業や暮らしに与える影響に十分に目配りを行い、予備費など

も活用して必要な対策を柔軟に行ってきているが、今般、新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開

と次なる危機への備え、未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動、

防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保を柱とする「コロ

ナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年１１月１９日閣議決

定）を策定したところであり、これを速やかに実行に移していく。 

④ 経済財政運営に当たっては、最大の目標であるデフレからの脱却を成
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し遂げる。危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期する。

経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。まずは、経済を

しっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組んでいく。 

⑤ その上で、岸田内閣が目指すのは、「成長と分配の好循環」と「コロ

ナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとする新しい資本主義の実現で

ある。  

成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に全力で取り組む。

しかし、分配なくして次の成長なし。成長の果実をしっかりと分配する

ことで、初めて次の成長が実現する。 

具体的には、科学技術立国の実現、地方を活性化し、世界とつなが

る「デジタル田園都市国家構想」、経済安全保障の推進を３つの柱とし

た大胆な投資により、ポストコロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で

推進し、経済成長を図る。また、賃上げの促進等による働く人への分配

機能の強化、看護・介護・保育等に係る公的価格の在り方の抜本的な見

直し、少子化対策等を含む全ての世代が支え合う持続可能な全世代型社

会保障制度の構築を柱とした分配戦略を推進する。 

⑥ 加えて、東日本大震災からの復興・創生、高付加価値化と輸出力強化

を含む農林水産業の振興、老朽化対策を含む防災・減災、国土強靱化や

交通、物流インフラの整備等の推進、観光や文化・芸術への支援など、

地方活性化に向けた基盤づくりに積極的に投資する。年代・目的に応じ

た、デジタル時代にふさわしい効果的な人材育成、質の高い教育の実現

を図る。２０５０年カーボンニュートラルを目指し、グリーン社会の実

現に取り組む。 

これまでにない速度で厳しさを増す国際情勢の中で、国民を守り抜

き、地球規模の課題解決に向けて国際社会を主導するため、外交力や防

衛力を強化する等、安全保障の強化に取り組む。 

これまでの政府・与党の決定を踏まえた取組を着実に進めるととも

に、財政の単年度主義の弊害を是正し、科学技術の振興、経済安全保障、

重要インフラの整備などの国家課題に計画的に取り組む。 

(2) 予算編成についての考え方 

① 令和４年度予算編成に当たっては、新型コロナウイルス感染症への対

応に万全を期すとともに、成長と分配の好循環による新しい資本主義の

実現に向けて、上記(1)基本的考え方を踏まえる。 

② 具体的には、新型コロナウイルス感染症の克服に向け、国民を守る医
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療提供体制や検査体制の確保、変異株を含む新たなリスクに対する万全

の備えのためのワクチン・治療薬等の研究開発、雇用・事業・生活に対

する支援等を推進する。 

③ また、「コロナ後の新しい社会」を見据え、成長と分配の好循環を実

現するため(1)⑤に掲げる成長戦略、分配戦略などに基づき予算を重点

配分する。また、(1)⑥のとおり、東日本大震災を始め各地の災害から

の復興・創生や防災・減災、国土強靱化等に対応するとともに、現下の

国際情勢に的確に対応し、国家の安全保障をしっかりと確保する。 

④ あわせて、「経済財政運営と改革の基本方針２０２１」（令和３年６

月１８日閣議決定。以下「骨太方針２０２１」という。）における令和

４年度予算編成に向けた考え方に基づいて、新型コロナウイルス感染症

の状況を踏まえつつ、メリハリの効いた予算とする。また、いわゆる

「１６か月予算」の考え方で、令和３年度補正予算と、令和４年度当初

予算を一体として編成する。その中で、単年度主義の弊害是正のため必

要に応じ新たに基金を創設する等の措置を講じていく。加えて、ＥＢＰ

Ｍの仕組み等を活用し、適切かつ効果的な支出を推進する。 

２ このような方針に基づいて編成された令和４年度一般会計歳入歳出概算の

規模は、新型コロナウイルス感染症対策予備費５兆円を含め、１０７兆５，９６４

億円（前年度比９，８６７億円、０．９％増）で、基礎的財政収支対象経費

は８３兆７，１６６億円（前年度比３，４２２億円、０．４％増）となって

いる。 

財政投融資計画の規模は１８兆８，８５５億円（前年度比２２兆２０１億

円、５３．８％減）となっている。 

また、「令和４年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」において

は、令和４年度の国内総生産は５６４．６兆円程度、名目成長率は３．６％

程度、実質成長率は３．２％程度となるものと見込まれている。 

 

第２ 地方財政対策 

１ 通常収支分 

令和４年度においては、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方が地

域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取組等の推進、消防・防災力の

一層の強化等に取り組みつつ、交付団体を始め地方が安定的な財政運営を行

うために必要となる一般財源総額について、令和３年度地方財政計画の水準

を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策
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を講ずることとした。その概要は次のとおりである。 

(1) 一般財源総額の確保 

地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額

について、水準超経費を除く交付団体ベースで前年度に比し２０３億円、

０．０％増の６２兆１３５億円と、令和３年度地方財政計画を上回る額を

確保することとしている。（令和３年度の一般財源総額については、「地

方税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第２６号）により創設さ

れた徴収の猶予制度の特例及び「新型コロナウイルス感染症等の影響に対

応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」（令和２年法律第２５

号）により創設された納税の猶予制度の特例の適用に伴う地方税及び地方

譲与税の令和３年度収入見込額（以下「令和２年度徴収猶予の特例分等」

という。）を除いている。以下同じ。） 

(2) 財源不足とその補塡措置 

令和４年度においては、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入

の増加が見込まれるとともに、国の取組と基調を合わせた歳出改革に努め

たが、社会保障関係費の増加が見込まれることなどにより、２兆５，５５９

億円の財源不足額が生じ、平成８年度以来２７年連続して「地方交付税

法」（昭和２５年法律第２１１号）第６条の３第２項の規定に該当するこ

ととなった。 

このため、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を

講ずることとし、所要の法律改正を行う予定である。 

① 令和４年度の地方財政対策においては、上記の財源不足額２兆５，５５９

億円について、令和２年度に講じた令和４年度までの制度改正に基づき、

従前と同様の例により、次の補塡措置を講ずることとした結果、国と地

方が折半して補塡すべき財源不足額は生じないこととなった。 

ア 公共事業等債等の充当率の臨時的引上げ等による建設地方債（財

源対策債）の増発                               ７，６００億円 

イ 地方交付税の増額（地方交付税法附則第４条の２第１項（配偶者

控除・配偶者特別控除の見直しによる個人住民税の減収額の補塡）

に基づく加算額（以下「既往法定分」という。）の交付税特別会計

への繰入れ）                                       １５４億円 

ウ 地方が負担する過去に発行された臨時財政対策債の元利償還等に

係る臨時財政対策債の発行                   １兆７，８０５億円 

② 令和４年度における臨時財政対策債の発行額は、地方の負担である過
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去に発行された臨時財政対策債の元利償還等に係る次のアからエまでに

掲げる額の合算額の一部（１兆７，８０５億円）とすることとしている。 

ア 平成１３年度以降に発行した既往の臨時財政対策債の元利償還に

起因する財源不足額等              ４兆８０６億円 

イ 交付税特別会計借入金の償還のため発行する額   ５，０００億円 

ウ 交付税特別会計借入金の利払費予算額に相当する額   ７０９億円 

エ 地方交付税法附則第４条の２第３項等に基づき令和４年度におい

て交付税の総額から減額することとしている額について国・地方の

適切な負担調整を行う観点から発行する額         ２，４６１億円 

(3) 地方交付税の総額 

令和４年度の地方交付税の総額は１８兆５３８億円（前年度比６，１５３

億円、３．５％増）となっており、その内訳は以下のとおりである。 

①  一般会計                 １５兆６，５５８億円 

ア 地方交付税の法定率分等         １５兆６，４０４億円 

（ア）所得税・法人税・酒税・消費税の法定率分 

１５兆９，３１４億円 

（イ）国税減額補正精算分（平成２０、２１、令和元年度） 

△２，４６１億円 

（ウ）国税決算精算分（平成２８年度）        △４４９億円 

イ 一般会計における加算措置（既往法定分）      １５４億円 

   ② 特別会計                  ２兆３，９８０億円 

ア 地方法人税の法定率分           １兆７，１２７億円 

イ 返還金                        １億円 

ウ 交付税特別会計借入金償還額          △５，０００億円 

エ 交付税特別会計借入金支払利子             △７０９億円 

    オ 令和３年度からの繰越金          １兆２，５６１億円 

(4) 臨時財政対策債の抑制等 

令和４年度においては、以下のとおり、臨時財政対策債の抑制等を行う

こととしている。 

① 財源不足額については、大幅に縮小し２兆５，５５９億円（前年度比

７兆５，６６４億円、７４．７％減）となり、折半対象財源不足（前年

度３兆４，３３８億円）は解消すること。 

② 臨時財政対策債の発行額については、大幅に抑制し１兆７，８０５億

円（前年度比３兆６，９９２億円、６７．５％減）としていること。そ
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の結果として、令和４年度末の臨時財政対策債残高見込みは、５３．２

兆円となり、令和３年度末の残高見込みに比し２．１兆円の減となるこ

と。 

③ 交付税特別会計借入金については、令和４年度及び令和５年度の償還

額を増額し、令和４年度から令和６年度まで各年度５，０００億円を償

還することとしていること。 

(5) 地域社会のデジタル化の推進 

地域社会のデジタル化を推進するため、「地域デジタル社会推進費」に

ついて、令和４年度においても、引き続き２，０００億円を計上すること

としている。 

なお、「地域デジタル社会推進費」を計上するために活用することとし

ていた令和４年度の地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金

２，０００億円については、その活用時期を見直し、地方の財源として後

年度に活用することとしている。 

(6) 公共施設の脱炭素化の取組等の推進 

「公共施設等適正管理推進事業費」について、「脱炭素化事業」を追加

し、事業費を１，０００億円増額するとともに、「長寿命化事業」の対象

に空港施設及びダム（本体、放流設備等）を追加した上で、事業期間を５

年間延長することとしている。 

(7) 消防・防災力の一層の強化 

「緊急防災・減災事業費」について、消防本部における災害対応ドロー

ンの整備や消防救急デジタル無線の機能強化を追加するなど対象事業を拡

充することとしている。 

(8) 地方税制改正 

令和４年度地方税制改正においては、商業地等に係る令和４年度分の固

定資産税等の税負担の調整、法人事業税の付加価値割における給与等の支

給額が増加した場合の特例措置の拡充等、個人住民税における住宅借入金

等特別税額控除の延長等の税制上の措置を講ずることとしている。 

(9) 通常収支分の規模 

通常収支分の歳入歳出規模（令和４年度地方財政計画ベース）は９０兆

５，９００億円程度（前年度比７，８００億円程度、０．９％程度増）、

歳出のうち公債費（公営企業繰出金中企業債償還費普通会計負担分を含

む。）及び不交付団体水準超経費を除く地方一般歳出の規模は７５兆

８，８００億円程度（前年度比４，８００億円程度、０．６％程度増）と
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なる見込みである（別添資料第４）。 

また、通常収支分の一般財源総額（地方税、地方譲与税、地方特例交付

金等、地方交付税及び臨時財政対策債の合計額）は６３兆８，６３５億円

（前年度比７，２０３億円、１．１％増）となる見込みであり、不交付団

体水準超経費に相当する額を控除した交付団体ベースの一般財源総額は

６２兆１３５億円（前年度比２０３億円、０．０％増）となる見込みであ

る。 

さらに、地方債依存度は８．４％程度（前年度１２．５％）となる見込

みであり、交付税特別会計借入金残高を含む地方財政の令和４年度末借入

金残高（東日本大震災分を含む。）は１８９兆円程度（令和３年度末１９３

兆円程度、前年度比４兆円程度減）となる見込みである。 

２ 東日本大震災分 

東日本大震災からの復旧・復興に当たっては、令和３年度からの第２期復

興・創生期間においても、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常

収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとし

ている（別添資料第５）。 

(1) 復旧・復興事業 

復旧・復興事業の歳入歳出規模（令和４年度地方財政計画ベース）は

３，０００億円程度、歳入のうち震災復興特別交付税は１，０６９億円と

なる見込みである。 

(2) 全国防災事業 

全国防災事業の歳入歳出規模（令和４年度地方財政計画ベース）は、

１，０２３億円となる見込みである。 

 

第３ 予算編成上の留意事項 

   第１、第２を踏まえ、ご留意いただきたい点は、以下のとおりである。 

１ 令和４年度の国内総生産の成長率は、名目３．６％程度、実質３．２％程

度と見込まれているが、引き続き、供給面での制約や原材料価格の動向によ

る下振れリスクに十分注意するとともに、新型コロナウイルス感染症による

内外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。ま

た、景気の動向は地域や業種によって異なるものと考えられる。 

２ 令和４年度予算は、「１６か月予算」の考え方の下、令和３年度補正予算

（第１号）と一体として編成されており、新型コロナウイルス感染症への対

応については、次のとおり、令和３年度補正予算（第１号）における措置等
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を講ずることとされており、これらを活用して、各地方公共団体においては、

感染拡大防止などの取組に万全を期していただきたい。 

(1) 新型コロナウイルス感染症の拡大防止、人流抑制等の影響を受ける事業

や生活・暮らしへの支援、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開等

により地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じて必要な事

業を実施できるよう、令和３年度補正予算（第１号）において、「新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を６．８兆円（うち地方単

独分１．２兆円、国庫補助事業の地方負担分０．３兆円、検査促進枠分

０．３兆円、協力要請推進枠等分５．０兆円）増額することとされている

こと。 

(2) 令和３年度補正予算（第１号）において、新型コロナウイルスワクチン

の接種体制の整備・接種の実施に係る事業が１兆２，９５４億円計上され

ているところであり、１回目・２回目未接種者に対する接種機会の確保に

引き続き取り組むとともに、オミクロン株の急速な感染拡大が懸念される

中で、特に１・２月に山場を迎える高齢者等への追加接種をはじめ、追加

接種を速やかに実施できるよう、市区町村においては、都道府県と十分連

携し、接種体制の確保などに取り組んでいただきたいこと。都道府県にお

いては、大規模接種会場の設置をはじめ、市区町村の接種体制確保の取組

への支援など、広域的観点から市区町村への支援を実施していただきたい

こと。 

(3) 令和３年度補正予算（第１号）において、「新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金」（医療分）を２兆３１４億円増額し、引き続き、都

道府県が地域の実情に応じて行う重点医療機関等の病床確保、軽症者の宿

泊療養施設の確保、医療人材の確保、新型コロナウイルスワクチンの接種

体制の整備などを支援し、医療提供体制等の強化等を図ることとされてい

ること。 

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により料金収入が減少する地方公営企

業の資金繰りに支障が生じないよう、感染症に伴う減収による地方公営企

業の資金不足に対し、令和２年度に創設した「特別減収対策企業債」を引

き続き措置することとしていること。 

３ 地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、地域の個性を活かした

地方活性化を図り、地方から国全体へのボトムアップの成長を実現する「デ

ジタル田園都市国家構想」について、デジタル田園都市国家構想実現会議

（令和３年１２月２８日）において「デジタル田園都市国家構想関連施策の
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全体像」が取りまとめられたところであり、今後、これに加え、デジタル田

園都市国家が目指す将来像を見据えながら、中長期的に取り組むべき方策を

検討・深化させ、今春、実行すべき具体的なデジタル田園都市国家構想が取

りまとめられる予定である。地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備

えた新たな地方像の実現に向けて、既に、令和３年度補正予算（第１号）に

おける「デジタル田園都市国家構想推進交付金」の創設や、令和４年度予算

における「地方創生推進交付金」のデジタル技術の活用の要件化等が行われ

ているところであり、これらの措置も活用し、国における議論の状況にも留

意しながら、必要な施策を進めていただきたい。 

４ 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年１２月２４日閣議決

定）では、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービス

を選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」の実現に向けた基本的な

施策として、国民に対する行政サービスのデジタル化を掲げている。このた

め、以下の点に留意し、必要な取組を進めていただきたい。なお、「デジタ

ル・ガバメント実行計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）が「デジタル

社会の実現に向けた重点計画」に統合されたこと等を踏まえ、地方公共団体

が重点的に取り組むべき事項や国による支援策等を取りまとめた「自治体Ｄ

Ｘ推進計画」を見直し、別途お知らせする予定であるので、見直し後の計画

を踏まえて、引き続き、着実に取組を進めていただきたい。 

(1) マイナンバーカードについては、令和４年度末までに、ほぼ全国民に行

き渡ることを目指し、市区町村において、更なる普及促進の取組を実施す

る必要があるため、マイナポイント第２弾の実施も踏まえつつ、出張申請

受付、臨時交付窓口の開設、土日の開庁などの積極的な実施により、申請

促進及び交付円滑化に取り組まれたいこと。その支援のため、「マイナン

バーカード交付事務費補助金」について、マイナンバーカードの交付や申

請受付等を専門とするセンターの設置経費に対する補助の増額やマイナン

バーカードの受取勧奨のための広報経費を補助対象に追加するなど、令和

３年度補正予算（第１号）において９２億円を、令和４年度予算において

６１６億円を計上していること。これらを念頭に、各市区町村におけるマ

イナンバーカードの申請促進及び交付体制の強化に積極的に取り組まれた

いこと。 

また、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和３

年度補正予算（第１号）にマイナポイント第２弾が盛り込まれ、マイナン

バーカードを新規に取得した者等に対するポイントについては、令和４年
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１月１日から申込みを開始しており、マイナンバーカードの健康保険証と

しての利用申込みを行った者や公金受取口座の登録を行った者に対するポ

イントについては、令和４年６月頃に開始することとしていること。この

ため、引き続き、事業の円滑な実施に向けて、積極的な事業の広報、マイ

ナポイント予約・申込支援、統一ＱＲ「ＪＰＱＲ」の普及など、必要な環

境整備について、積極的にご協力いただきたいこと。 

(2) 地方公共団体の情報システムの標準化・共通化については、「地方公共

団体情報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第４０号。以下

「標準化法」という。）に基づき、住民記録、地方税、福祉など、地方公

共団体の主要な２０業務を処理するシステム（基幹系システム）の標準仕

様を、令和３年度中に策定される標準化法第５条に基づく基本方針（同方

針が策定されるまでは、関係府省会議において共有された作業方針）の下、

関係府省において作成した上で、各事業者が、標準仕様に準拠して開発し

たシステムを「ガバメントクラウド」上に構築し、当該システムを各地方

公共団体が利用することを目指すこととしていること。このため、地方公

共団体情報システム機構に時限的な基金を設け、１，８２５億円を計上し、

「ガバメントクラウド」への移行のために必要となる準備経費やシステム

移行経費に対する補助（全額国費）を行っているところであり（令和７年

度まで）、令和７年度を目標時期として、標準仕様に適合したシステムへ

の移行に向けた準備に取り組まれたいこと。 

(3) 地方公共団体のオンライン化については、「情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律」（平成１４年法律第１５１号）第５条第４項の

規定により、地方公共団体は、情報通信技術を利用して行われる手続等に

係る当該地方公共団体の情報システムの整備等の必要な施策を講ずるよう

努めなければならないこととされたことを踏まえ、原則として、全ての地

方公共団体において、マイナポータルの電子申請受付機能（ぴったりサー

ビス）を積極的に活用し、手続のオンライン化に努めること。特に、子育

て・介護等の国民の利便性向上に資する手続については、令和４年度末ま

でにマイナポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続が可

能となるよう、積極的に取り組んでいただきたいこと。その支援のため、

地方公共団体情報システム機構に時限的な基金を設け、２５０億円を計上

し、マイナポータルと地方公共団体の基幹系システムとの接続経費に対す

る補助を行っているところであり（令和４年度まで）、当該事業に係る地

方負担については、引き続き地方交付税措置を講ずることとしていること。 
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(4) 地方公共団体におけるテレワークについては、働き方改革や業務効率化、

行政機能維持のための有効な手段であることから、先進事例や活用のノウ

ハウを取りまとめた「地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引

き」（令和３年４月）や「地方公共団体における情報セキュリティポリシ

ーに関するガイドライン」（令和２年１２月）等を参考に、テレワークの

導入・活用に取り組まれたいこと。そのため、テレワーク環境の構築に要

する経費について、引き続き特別交付税措置を講ずることとしていること。 

(5) 自治体情報セキュリティクラウドについて、令和４年度末までに、都道

府県の主導により、総務省が設定した高いセキュリティレベルを満たす民

間のクラウドサービス利用型への移行を進めていただきたいこと。その支

援のため、地方公共団体情報システム機構に時限的な基金を設け、２９億

円を計上し、次期自治体情報セキュリティクラウドへの移行経費に対する

補助を行っているところであり（令和４年度まで）、当該事業に係る地方

負担については、引き続き地方交付税措置を講ずることとしていること。 

(6) 地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進に当たっては、その

推進を支えるデジタル人材の確保が重要であることから、必要に応じ、外

部のデジタル人材の活用を検討いただきたいこと。そのため、市町村がＣ

ＩＯ補佐官等として外部人材の任用等を行うための経費について、引き続

き特別交付税措置を講ずることとしていること。 

(7) デジタルデバイド対策として、ＮＰＯや地域おこし協力隊など地域の幅

広い関係者と連携して地方公共団体が実施する、オンラインでの行政手続

等に関する講座の開催やアウトリーチ型の相談対応等については、「地域

デジタル社会推進費」において引き続き地方交付税措置を講ずることとし

ているところであり、令和３年度から実施している「デジタル活用支援推

進事業」とも連携しつつ、これらの取組を進め、地域住民に対するきめ細

かなデジタル活用支援の推進に積極的に取り組まれたいこと。 

５ 地方公共団体においては、引き続き、国・地方を通じた厳しい財政状況と

税財政制度上の対応を見通し、また、政府における経済財政諮問会議等での

議論も注視しながら、簡素で効率的な行財政システムを構築し、行財政運営

について透明性を高め、公共サービスの質の向上に努めるなど、質の高い公

共サービスを効率的・効果的に提供することが必要である。 

特に、「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」（平成３０年６月１５

日閣議決定）で示された「新経済・財政再生計画」及び「新経済・財政再生

計画改革工程表２０２１」（令和３年１２月２３日経済財政諮問会議決定）
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に則って、経済・財政一体改革を着実に実行するため、上記第３の４の事項

のほか、以下の点にご留意いただきたい。 

(1) 「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」（平成２７

年８月２８日付け総務大臣通知）を踏まえ、各地方公共団体において又は

複数の地方公共団体が連携して積極的に地方行政サービス改革の推進に努

めること。また、引き続き、地方行政サービス改革に関する取組状況・方

針の見える化及び比較可能な形での公表に取り組むこととしていること。 

特に、住民サービスの向上に直結する業務については、業務改革モデル

プロジェクトによる窓口業務改革等の成果や、自治体行政スマートプロジ

ェクトにおいて構築した業務プロセスの標準モデルを引き続き横展開する

こととしていること。 

窓口業務については、民間委託に加え、公権力の行使にわたる事務を含

めた一連の事務を地方独立行政法人に委託することが可能となっていると

ころであり、民間委託に関する標準委託仕様書や「市区町村の窓口業務に

おける民間委託と申請等関係事務処理法人の業務の範囲の事例」（平成

３１年３月）の積極的な活用等により、窓口業務の委託の推進に努めること。 

(2) 「まち・ひと・しごと創生事業費」のうち「人口減少等特別対策事業

費」において、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（令和元年

１２月２０日閣議決定）の期間を踏まえ、令和２年度から５年間かけて、

段階的に「取組の必要度」に応じた算定から「取組の成果」に応じた算定

へ１，０００億円シフトすることとしており、令和４年度においては、段

階的な反映における３年目の見直しを実施することとしていること。 

(3) 地方公営企業については、経営戦略の策定・改定並びに事業廃止、民営

化・民間譲渡、広域化等及び民間活用といった抜本的な改革等の取組を通

じて、経営基盤の強化等を図るとともに、公営企業会計の適用拡大や経営

比較分析表の活用等による「見える化」を推進することとしていること。 

６ 定員及び給与については、次の事項にご留意いただきたい。 

(1) 定員については、行政の合理化、能率化を図るとともに、行政課題に的

確に対応できるよう、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管理の推進に

取り組むこと。 

(2) 能力・実績に基づく人事管理については、「地方公務員法」（昭和２５

年法津第２６１号）において、任命権者は人事評価を任用、給与、分限そ

の他の人事管理の基礎として活用するものとされているところであり、市

町村をはじめ人事評価の結果を勤勉手当や昇給等に十分に反映できていな
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い地方公共団体にあっては、「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一

部を改正する法律の運用について」（平成２６年８月１５日付け総務省自

治行政局長通知）にも留意し、速やかに必要な措置を講ずること。特に、

勤勉手当の支給や昇給について、人事評価の結果を反映せずに一律に行う

などの運用は不適切であることから、速やかな是正を図ること。 

(3) 給与については、「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」

（令和３年１１月２４日付け総務副大臣通知）に基づき、特に次の事項に

ついて適切に対応すること。 

① 地方公共団体においては、厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与

事情等を十分検討の上、既に地域における国家公務員等の給与水準を上

回っている地方公共団体にあっては、その適正化を図るため必要な措置

を講ずること。 

② 高齢層職員の昇給抑制措置や昇格時の給料月額の増加額の縮減措置を

講じていない地方公共団体、平成１８年の給与構造見直しにおける経過

措置額を廃止していない地方公共団体及び平成２７年の給与制度の総合

的見直しにおける経過措置額を廃止していない地方公共団体については、

必要な措置を講ずること。 

③ 等級別基準職務表に適合しない級への格付けを行っている場合その他

実質的にこれと同一の結果となる等級別基準職務表又は給料表を定めて

いる場合（いわゆる「わたり」を行っている場合）等、不適正な給与制

度・運用については、速やかに見直しを図ること。 

④ 地域手当については、給料水準が適切に見直されていることを前提に、

国における地域手当の指定基準に基づき、支給地域及び支給割合を定め

ることが原則であること。 

⑤ 技能労務職員の給与については、民間の同一又は類似の職種に従事す

る者との均衡等に留意し、適正な給与制度・運用とすること。 

(4) 地方公務員の中途採用については、骨太方針２０２１における就職氷河期

世代への支援の趣旨及び「就職氷河期世代支援に関する行動計画２０２１」

（令和３年１２月２４日就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議

決定）を踏まえ、各地方公共団体の実情に即し、就職氷河期世代支援のた

めの新たな中途採用試験の実施、これまで実施してきた中途採用における

受験資格の上限年齢の引上げなどの応募機会の拡大、採用情報等の一層の

周知など就職氷河期世代支援に取り組んでいただきたいこと。 

(5) 地方公共団体における障害者雇用の促進については、「公務部門におけ
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る障害者雇用に関する基本方針」（平成３０年１０月２３日公務部門にお

ける障害者雇用に関する関係閣僚会議決定）を参考にしながら、取り組ん

でいただきたいこと。 

なお、障害者の就労を進めるために必要な施設や設備の設置、整備等に

要する経費に対して、引き続き地方交付税措置を講ずることとしているこ

と。 

７ 地方公務員の定年引上げについては、「地方公務員法の一部を改正する法

律の運用について」（令和３年８月３１日付け総務省自治行政局公務員部長

通知）、「定年引上げに伴う条例例及び規則例等の整備の概要について」（

令和３年１２月２８日付け総務省自治行政局公務員部公務員課長・給与能率

推進室長通知）等にも留意し、令和５年４月１日の施行に向けて、円滑に実

施できるよう着実に準備を進めていただきたい。なお、今後、関連する人事

院規則の改正等が行われ次第速やかに、人事院規則等を踏まえた条例例及び

これに伴う運用通知を発出する予定としている。 

また、定年引上げに当たり、人事管理に関する次の事項にご留意いただき

たい。 

(1) 意欲と能力のある高齢期職員を幅広い職域で最大限活用し、かつ、その

多様な知識や経験を公務内で積極的に活用できるよう、職の在り方の検討

をはじめとする環境の整備を進めていただきたいこと。なお、総務省にお

いても、高齢期職員が活躍するための人事管理の工夫及び環境整備等の好

事例について取りまとめ、令和３年度中に公表することとしているので、

積極的に活用されたいこと。 

(2) 定年引上げに伴う定員管理について、現在、総務省において、地方公共

団体の実態を把握しながら、定年引上げ期間中の定員管理に係る留意点等

について検討しているところであるが、各地方公共団体においても、各職

種の年齢構成や今後の退職者数等の動向を把握し、必要な新規採用者数の

検討に着手するなど、計画的に取組を進めていただきたいこと。 

８ 地方公務員の臨時・非常勤職員については、令和２年４月１日に導入され

た会計年度任用職員制度の趣旨に沿って、勤務の内容に応じた任用・勤務条

件を確保するため、全ての臨時・非常勤の職について、「会計年度任用職員

制度の適正な運用等について」（令和４年１月２０日付け総務省自治行政局

公務員部長通知）等に基づき、制度の適正な運用を図っていただきたい。 

９ 地方公共団体が、地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、すべ

ての地域がデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を
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一層推進できるよう、「地域デジタル社会推進費」について、令和４年度に

おいても、前年度同額の２，０００億円を計上することとしている。 

各地方公共団体においては、地域の実情を踏まえ、デジタル社会の恩恵を

高齢者など多くの住民が実感できるためのデジタル活用支援、地域における

デジタル人材の育成・確保、条件不利地域等におけるデジタル技術を活用し

たサービスの高度化などに取り組んでいただきたい。その際、「「地域社会

のデジタル化に係る参考事例集」の作成について」（令和３年１２月２８日

付け総務省自治行政局地域情報化企画室事務連絡）等により、地域社会のデ

ジタル化の推進に関する具体的な取組事例を取りまとめ、別途通知している

ので、参考にしていただきたい。 

10 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、保健所の恒常的な人員体制

強化を図るため、保健所において感染症対応業務に従事する保健師を令和３

年度から２年間かけて約２，７００名（令和２年度比１．５倍、令和２年度

約１，８００名、令和３年度約２，２５０名、令和４年度約２，７００名）

に増員できるよう、地方財政計画に必要な職員数を計上するとともに、地方

交付税措置について、道府県の標準団体で感染症対応業務に従事する保健師

１２名を増員することとしており、令和４年度においては６名を増員するこ

ととしている。保健所を設置する地方公共団体においては、引き続き保健所

の体制強化に取り組んでいただきたい。 

11 地方公共団体が、少子化や人口減少などの課題に対応し、自主的・主体的

に地方創生に取り組むことができるよう、「まち・ひと・しごと創生事業

費」について、令和４年度においても、前年度同額の１兆円を計上すること

としている。 

12 地方公共団体が、地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に自主的・主

体的に取り組むため、「地域社会再生事業費」について、令和４年度におい

ても、前年度同額の４，２００億円を計上することとしている。 

13 「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年１２月

１１日閣議決定。以下「５か年加速化対策」という。）に基づく直轄事業負

担金及び補助事業費について、当初予算に計上される場合には、その地方負

担を防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債により措置することとし、補正

予算に計上される場合には、その地方負担を補正予算債により措置すること

としており、５か年加速化対策の２年目である令和４年度においては、直轄

事業負担金及び補助事業費が令和３年度補正予算（第１号）に計上されてい

るため、その地方負担については、補正予算債により措置することとしてい
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る。 

また、地方公共団体が、５か年加速化対策と連携しつつ、地方単独事業と

して緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよ

う、「緊急自然災害防止対策事業費」について、令和４年度は４，０００億

円（前年度同額）を計上することとしている。その地方負担については、全

額地方債（緊急自然災害防止対策事業債）を充当できることとし、後年度の

元利償還金に対する地方交付税措置については、公債費方式によりその７０

％を基準財政需要額に算入することとしている。 

14 豪雨・台風災害や土石流災害など、近年、災害が頻発し、また、激甚化・

広域化する中で、人命に直結する発災時の応急対策がより重要となっている

こと等を踏まえ、消防・防災力を一層強化するため、「緊急防災・減災事業

費」について、新たに消防本部における災害対応ドローンの整備、消防救急

デジタル無線の機能強化、応援職員の受入れ施設等の整備（一部は令和３年

度から適用）及び連携・協力によるはしご自動車等の整備を対象事業に追加

した上で、令和４年度は５，０００億円（前年度同額）を計上することとし

ている。その地方負担については、全額地方債（緊急防災・減災事業債）を

充当できることとし、後年度の元利償還金に対する地方交付税措置について

は、公債費方式によりその７０％を基準財政需要額に算入することとしてい

る。 

15 地方公共団体が、地方単独事業として緊急に河川等の浚渫を実施できるよ

う、「緊急浚渫推進事業費」について、令和４年度は１，１００億円（前年

度同額）を計上することとしている。その地方負担については、全額地方債

（緊急浚渫推進事業債）を充当できることとし、後年度の元利償還金に対す

る地方交付税措置については、その７０％を基準財政需要額に算入すること

としている。 

16 「盛土による災害防止に向けた総点検について（依頼）」（令和３年８月

１１日付け国土交通省総合政策局長等通知）に基づく盛土の総点検により確

認された人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある盛土の安全性把握の

ための詳細調査や擁壁設置等の対策工事等に係る国庫補助事業の地方負担に

ついて地方財政措置を講ずることとしている。 

17 大規模災害による被災地方公共団体への人的支援については、「災害マネ

ジメント総括支援員及び災害マネジメント支援員の推薦について（依頼）」 

（令和３年３月３１日付け総務省自治行政局公務員部長通知）、「令和４年

度における被災市町村に対する中長期（復旧・復興事業）の職員派遣等につ
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いて」（令和３年１２月１３日付け総務省自治行政局公務員部長通知）によ

り通知したほか、令和３年１２月２４日付けで総務省自治行政局公務員部長

名により依頼したところである。中長期の職員派遣における技術職員の不足

等に対応するため、「復旧・復興支援技術職員派遣制度」について、引き続

き地方交付税措置を講ずることとしており、積極的に技術職員の採用・増員

に取り組んだ上で、中長期派遣要員に登録いただきたい。また、短期の職員

派遣に対応するため、「災害マネジメント総括支援員」についても、積極的

に登録いただきたい。 

18 過去に建設された公共施設等を総合的かつ計画的に管理することにより、

財政負担を軽減・平準化するとともに、その最適配置を実現し、時代に即し

たまちづくりを行うことが重要である。このようなことから、各地方公共団

体においては、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく公共施設

等の適正管理の取組を着実に進めていただきたい。 

なお、公共施設等総合管理計画については、令和３年度中の見直しを進め

ていただいているところであるが、新型コロナウイルス感染症の影響等によ

り見直しの完了が令和４年度以降となる地方公共団体においては、適切に見

直しを進め、令和５年度末までに見直しを完了していただきたい。これに関

し、地方公共団体が適切に見直しを実施できるよう、専門家の招へいや業務

委託等、公共施設等総合管理計画の見直しに要する経費に対する特別交付税

措置を令和５年度まで延長することとしている。 

  また、「公共施設等適正管理推進事業費」について、令和４年度以降も、

地方公共団体が、引き続き公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけ

るよう、事業期間を令和８年度まで継続し、脱炭素化事業（令和７年度ま

で）を加えるとともに、長寿命化事業の対象に空港施設及びダム（本体、放

流設備等）を追加することとし、令和４年度は５，８００億円（前年度比

１，０００億円増）を計上することとしている。 

19 「地球温暖化対策計画」（令和３年１０月２２日閣議決定）において、地

方公共団体は国が政府実行計画に基づき実施する取組に準じて率先的な取組

を実施することとされたことを踏まえ、脱炭素化のための地方単独事業を計

画的に実施できるよう、「公共施設等適正管理推進事業費」について、公共

施設及び公用施設における太陽光発電の導入、建築物におけるＺＥＢ（一定

の省エネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネル

ギー消費量を更に削減した建築物）の実現、省エネルギー改修の実施及び

ＬＥＤ照明の導入を対象とする脱炭素化事業を追加することとしている。そ
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の地方負担については、９０％まで地方債（公共施設等適正管理推進事業

債）を充当できることとし、後年度の元利償還金に対する地方交付税措置に

ついては、地方公共団体の財政力に応じ、その３０％～５０％を基準財政需

要額に算入することとしている。 

なお、事業期間については、「地球温暖化対策計画」において、令和７年

度までを集中期間として、脱炭素を前提とした施策を総動員することとされ

たことを踏まえ、令和７年度までとしている。 

併せて、地方公営企業の脱炭素化の取組についても、上記の脱炭素化事業

と同様の事業を対象に、その地方負担の１／２について一般会計からの繰出

しの対象として公営企業債（脱炭素化事業）を充当できることとし、後年度

の元利償還金に対する地方交付税措置については、地方公共団体の財政力に

応じ、その３０％～５０％を基準財政需要額に算入することとしている。 

なお、事業期間については、上記の脱炭素化事業と同様に、令和７年度ま

でとしている。 

20 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、

財政・経営状況やストック情報等を的確に把握し、「見える化」した上で、

中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まって

いる。 

令和３年度に地方公共団体金融機構との共同事業として創設した、地方公

共団体の状況や要請に応じて継続的にアドバイザーを派遣する「経営・財務

マネジメント強化事業」については、令和４年度も引き続き実施し、「公営

企業・第三セクター等の経営改革」、「公営企業会計の適用」、「地方公会

計の整備・活用」及び「公共施設等総合管理計画の見直し・実行」について

アドバイザーを派遣（派遣経費は地方公共団体金融機構が負担）することと

しており、各地方公共団体においては積極的に活用されたい。 

また、事業の実施に当たり、都道府県の市区町村担当課においては、派遣

先市区町村に係る調整やフォローアップなど主体的に関与いただきたい。 

21 公共施設等の整備・運営に民間の資金や創意工夫を活用することにより、

効率的かつ効果的であって良好な公共サービスを実現するため、「ＰＰＰ／

ＰＦＩ推進アクションプラン（令和３年改定版）」（令和３年６月１８日民

間資金等活用事業推進会議決定）において、優先的検討の促進等の施策が盛

り込まれており、これらに基づいて公共施設等運営権制度の積極的導入や公

共施設の維持更新・集約化等への多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入等を推進

することとしているので、ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の円滑な実施の促進に努めて
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いただきたい。 

22 令和４年度においては、社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」

について次の措置等を講ずることとされており、その地方負担（８，４７２

億円（前年度比８２億円増））について、地方交付税措置を講ずることとし

ている。 

(1) 子ども・子育て支援 

子ども・子育て支援新制度において、教育・保育、地域の子ども・子育

て支援の量的拡充及び質の向上を引き続き実施すること。（３，５４１億

円） 

なお、上記の子ども・子育て支援新制度には、地方単独事業である公立

施設分も含まれているものであること。 

(2) 医療・介護 

① 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律」（平成２６年法律第８３号）により創設され

た地域医療介護総合確保基金を活用して、医療分野及び介護分野におい

て、病床の機能分化・連携や地域包括ケアシステムの構築等を実施する

こと。（医療分２７８億円、介護分２７５億円） 

また、地域医療介護総合確保基金のうち地域医療構想の実現を図る

ための病床機能再編支援分として１９５億円を引き続き全額国費で計上

すること。 

② 令和４年１０月以降、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機

関に勤務する看護職員、介護職員を対象に、診療報酬、介護報酬におい

て、収入を３％程度引き上げるための措置を実施すること。（看護職

員４４億円、介護職員１６０億円） 

③ 「全世代型社会保障改革の方針」（令和２年１２月１５日閣議決定）

等を踏まえ、不妊治療への保険適用を実施すること。（２８億円） 

④ 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部

を改正する法律」（令和３年法律第６６号）により創設された未就学児

に係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置を実施すること。

（４０億円） 

23 令和４年度においては、「人づくり革命」について次の措置等を講ずるこ

ととされており、その地方負担（６，７１４億円（前年度比１億円増））に

ついて、地方交付税措置を講ずることとしている。 
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(1) 幼児教育・保育の無償化 

３歳から５歳までの全ての子ども及び０歳から２歳までの住民税非課税

世帯の子どもについての幼稚園、保育所、認定こども園等の費用の無償化

を引き続き実施すること。（５，４４８億円） 

(2) 高等教育の無償化 

「大学等における修学の支援に関する法律」（令和元年法律第８号）に

基づき、住民税非課税世帯及び住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生を対

象に高等教育の修学支援（学資支給及び授業料等の減免）を引き続き実施

することとされており、公立大学等及び私立専門学校に係る授業料等減免

に要する経費の地方負担について、地方交付税措置を講ずることとしてい

ること。（公立大学等分１３１億円、私立専門学校分２７４億円） 

24 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、公的部門におけ

る分配機能の強化等を図るため、看護、介護、保育、幼児教育など現場で働

く方々の収入の引上げ等を行うこととされているが、次の事項にご留意いた

だきたい。 

(1) 令和４年２月から９月までの間、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福

祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、

収入を３％程度引き上げるための措置を実施するとともに、地域でコロナ

医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ

効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を１％程度引き上げ

るための措置を実施することとされており、その経費について、令和３年

度補正予算（第１号）において、全額国費（２，６００億円）による措置

を講ずることとされていること。 

(2) 令和４年１０月以降は、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員、

地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対

象に、診療報酬、介護報酬等において、収入を３％程度引き上げるための

措置を実施することとされており、その地方負担について、地方交付税措

置を講ずることとしていること。 

25 養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務する職員について、その業務内

容が介護職員の業務内容に類似していることなどを踏まえ、必要な処遇改善

を図ることができるよう、地方公共団体における老人保護措置費に係る支弁

額等の改定に伴い生じる経費について、地方交付税措置を講ずることとして

いる。 
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26 産学金官の連携により地域密着型事業の立ち上げを支援する「ローカル 

10,000プロジェクト」及びエネルギーの地産地消を進める「分散型エネルギ

ーインフラプロジェクト」の推進に要する経費について、引き続き特別交付

税措置を講ずることとしている。 

27 「地域おこし協力隊」については、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、十分な活動が行えない隊員がいることから、こうした隊員の活動に要す

る経費に係る特別交付税措置の対象期間を２年延長し、５年を上限とするこ

とができることとしている。 

また、地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費については、

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、特別交付税措置の対象期間を、

任期終了の日から２年まで延長しているところであるが、引き続き、同様の

措置を講ずることとしている。 

28 自治会等の加入率の低下や担い手不足等の課題に対応していくため、自治

会等の加入促進に係る取組に要する経費について、地方交付税措置を講ずる

こととしている。 

29 孤独・孤立対策として、地域運営組織による地域の実情に応じたきめ細か

な取組に対して市町村が支援できるよう、地域運営組織が実施する子ども食

堂等の居場所づくりや交流の場の確保等に要する経費について、地方交付税

措置を講ずることとしている。 

30 「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法

律」（令和元年法律第６４号）に基づく特定地域づくり事業協同組合に対す

る設立運営支援に要する経費について、引き続き特別交付税措置を講ずるこ

ととしている。 

31 「市町村の合併の特例に関する法律」（平成１６年法律第５９号）に基づ

き、自らの判断により合併を進めようとする市町村を対象として、引き続き、

合併の円滑化を図るための措置を講ずることとしている。また、合併した市

町村については、引き続き所要の地方財政措置を講ずることとしている。 

32 連携中枢都市圏構想については、圏域全体の経済成長のけん引や高次都市

機能の集積・強化を図る取組等を支援するため、連携中枢都市圏ビジョンを

策定した連携中枢都市及び連携市町村の取組に要する経費について、引き続

き地方財政措置を講ずることとしている。 

33 定住自立圏構想については、地域住民の生活実態やニーズに応じ圏域ごと

にその生活に必要な機能を確保し、圏域全体の活性化を図る取組を支援する

ため、定住自立圏共生ビジョンを策定した中心市及びその近隣市町村の取組
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に要する経費について、引き続き地方財政措置を講ずることとしている。 

34 連携中枢都市圏や定住自立圏以外の地域においても広域連携を進めるため、

当該地域の中で広域連携を目指す複数の市町村が「地域の未来予測（行政需

要や経営資源に関する長期的・客観的な変化・課題の見通し）」を共同で作

成するための経費や、それに基づく施設の共同利用等に向けた取組に要する

経費について、特別交付税措置を講ずることとしている。 

35 地方版総合戦略に基づき、地方に定着する若者の奨学金返還を支援するた

めの取組に要する経費に対する特別交付税措置については、若年層人口が流

入超過の都道府県の区域内において、過疎地域等の条件不利地域を含む市町

村の措置率を引き上げることとしている。 

また、地方公共団体と国公私立大学等が｢協定｣を締結し連携して雇用創出

･若者定着にあたる取組に要する経費について、引き続き特別交付税措置を

講ずることとしている。 

併せて、地域貢献・地域連携を主たる目的とする公立大学等施設の整備に

ついて、引き続き地域活性化事業債の対象とすることとしている。 

各地方公共団体において、人口減少克服や地方創生に取り組む際には、地

方大学の活性化も重要な取組であるので、これらの措置を活用し、積極的に

取り組んでいただきたい。 

36 ふるさと融資については、２０５０年カーボンニュートラル等の実現に向

けて、民間事業者の行う脱炭素化に資する事業に対して、最も高い融資比率

及び融資限度額とするとともに、雇用要件の特例を適用することで制度の充

実を図ることとしている。また、民間事業者の雇用状況の変化等を踏まえ、

雇用要件の緩和（都道府県・指定都市融資）及び償還期限の延長を行うこと

としている。 

37 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第９４

号）の趣旨等を踏まえ、次の事項に適切に対応いただきたい。 

(1) 一般会計等のみならず、公営企業等の特別会計や第三セクター等を含め

た当該団体の財政状況全体を的確に分析した上で、総合的な財政健全化を

図ること。 

(2) 第三セクター等との間で行われている反復・継続的な短期貸付金のうち、

地方公共団体への返済が出納整理期間に行われる貸付金については、会計

年度独立の原則の趣旨に反していることから、見直しを図ること。また、

第三セクター等が年度を越えて金融機関から借り入れた資金により地方公

共団体への返済が行われる貸付金については、第三セクター等の経営状況
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を踏まえ、長期貸付への切替え等必要な見直しを行うこと。 

(3) 財政再生団体又は公営企業に係る経営健全化団体は財政再生計画又は経

営健全化計画を着実に遂行するとともに、これらの団体が所在する都道府

県にあっては、その進捗状況について継続的に確認を行うとともに、必要

に応じて助言を行うこと。 

(4) 「第三セクター等の経営健全化の推進等について」（平成２６年８月５

日付け総務大臣通知）等を踏まえ、地方公共団体と関係を有する第三セク

ター及び地方公社については、各地方公共団体において、経営健全化等に

取り組むこと。特に、財政的なリスクの高いものについては、「第三セク

ター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」（令和元年７

月２３日付け総務省自治財政局公営企業課長通知）を踏まえ経営健全化方

針を策定の上、策定した方針に基づき、一層の経営健全化に取り組むとと

もに、その取組状況を公表すること。 

38 予算計上及び予算執行については、関係法令に則り適正に行う必要がある

が、特に以下の点についてご留意いただきたい。 

(1) 地方公共団体の基金については、その使途・増減の理由・今後の方針等

の積立状況等について、財政状況資料集における「見える化」をはじめ、

公表情報の充実を図るよう努められたいこと。 

(2) 運用の一形態として、基金から一般会計等に会計年度を越える繰替運用

を行うという事例が見受けられるが、「地方自治法」（昭和２２年法律第

６７号）第２４１条及びそれぞれの基金設置条例の趣旨を逸脱したものと

なることのないよう、基金の運用として安全確実性、有利性、流動性（支

払準備性、換金性）について満たされているか検証し、必要なものについ

てはその適正化を図ること。 

39 地方公会計については、毎年度、各地方公共団体において、決算年度の翌

年度までに統一的な基準による固定資産台帳や財務書類の作成・更新を行い、

分かりやすく公表していただきたい。これに関し、総務省において、引き続

き各地方公共団体が作成した財務書類等を比較可能な形で「見える化」する

こととしているので、ご留意いただきたい。なお、当該基準による財務書類

等の作成・更新に要する経費について、引き続き地方交付税措置を講ずるこ

ととしている。 

また、財務書類等から得られた指標を用いた分析等を行うとともに、施設

別の財務書類の作成・分析を通じた施設等の統廃合等の検討により公共施設

等総合管理計画の進捗や改訂・充実等に役立てるなど、資産管理や予算編成
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等に積極的に活用していただきたい。そのため、これらの取組に関する具体

的な活用事例を取りまとめ、公表しているので、当該事例も参考にしながら

取組を進めていただきたい。 

40 財政情報の開示については、引き続き決算の早期開示に取り組むとともに、

住民等に対する説明責任をより適切に果たし、地方公共団体の財政マネジメ

ントの強化を図る観点から、住民一人当たりコストや地方公会計の整備によ

り得られる指標、基金の積立状況等の公表など、財政状況資料集等の活用に

よる住民等へのより分かりやすい情報開示と内容の充実に取り組んでいただ

きたい。 

41  一般行政経費（単独）に相当する地方単独事業（ソフト分）に係る決算情

報については、試行調査を通じて全国の状況について把握・分析を進めてい

るところであるが、「地方単独事業（ソフト）の令和２年度決算額に関する

調査等について」（令和３年１１月１２日付け総務省自治財政局財務調査課

長通知）で通知したとおり、令和４年度決算額に関する調査（令和５年度に

実施予定）から、決算統計システムによる調査を実施する予定であるため、

システム改修が必要な団体においては、令和４年度中に必要なシステム改修

を行っていただきたい。 

これに関し、システム改修に要する経費について、特別交付税措置を講ず

ることとしている。 

42 公共工事については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」（平成１２年法律第１２７号）及び「公共工事の品質確保の促進に関

する法律」（平成１７年法律第１８号）等において、債務負担行為や繰越制

度の活用により施工時期等の平準化を図ることとされているところである。

平準化の取組の推進について「地方公共団体における公共工事の施工の時期

の平準化に関する取組の「見える」化を踏まえた更なる取組の推進について

（要請）」（令和３年５月２１日付け総務省自治行政局行政課長、国土交通

省不動産・建設経済局建設業課長通知）により通知しているので、これに留

意のうえ、各地方公共団体の令和４年度予算に計上される公共工事等につい

て、ゼロ債務負担行為を適切に設定するなど、施工時期の平準化に向けて積

極的に取り組んでいただきたい。また、低入札価格調査制度又は最低制限価

格制度の活用によるダンピング受注の防止、営繕積算方式等の活用を通じた

適正な予定価格の設定など発注関係事務の適切な運用に取り組んでいただき

たい。なお、学校施設の設計については、「学校施設の設計における創意工

夫を図るためのプロポーザル方式等の適切な運用について」（令和３年８月
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３０日付け総務省自治行政局行政課長、文部科学省大臣官房文教施設企画・

防災部施設企画課長、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長通知）を踏

まえ、プロポーザル方式等の導入を検討いただきたい。 

また、都道府県は、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関す

る法律」（平成２８年法律第１１１号）において、当該区域の実情に応じた

施策を策定、実施する責務を有しており、「建設工事従事者の安全及び健康

の確保に関する基本的な計画」（平成２９年６月９日閣議決定）を勘案して、

都道府県計画を策定するよう努めることとされていることから、同法の趣旨

を踏まえ、都道府県計画の策定等、建設工事従事者の安全及び健康の確保の

推進に積極的に取り組んでいただきたい。 

43 地方公共団体の契約における中小企業者への配慮については、「地方公共

団体の調達における中小企業者の受注機会の確保等について」（令和３年９

月２４日付け総務省自治行政局長通知）で要請したとおり、「令和３年度中

小企業者に関する国等の契約の基本方針」（令和３年９月２４日閣議決定）

を十分に踏まえた対応をしていただきたい。特に、中小企業者への発注等の

平準化、最新の実勢価格及び需給状況を踏まえた適切な予定価格の設定、著

作権等の知的財産の取扱い、災害時の燃料供給協定を締結している中小石油

販売業者に対する配慮についてご留意いただきたい。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方公共団体の入札・

契約手続や庁舎等の管理業務に係る委託契約については、「地方公共団体の

調達における新型コロナウイルス感染症への対応について」（令和２年３月

３日付け総務省自治行政局行政課長通知）、「新型コロナウイルス感染症等

の影響による庁舎等管理業務委託契約等の取扱いについて（通知）」（令和

２年６月１２日付け総務省自治行政局行政課長通知）等により通知している

のでご留意いただきたい。 

44 競争入札参加資格審査申請については、複数の地方公共団体に対して申請

を行う者の負担の軽減を図る観点から、「地方公共団体の競争入札参加資格

審査申請に係る標準項目の活用等について（通知）」（令和３年１０月１９

日付け総務省自治行政局行政課長通知）により提示した当該申請に係る標準

様式等を積極的に活用するとともに、当該様式等の競争入札参加資格審査申

請システムへの反映に取り組んでいただきたい。 

45 医療・介護提供体制改革並びに医療費及び介護費の適正化については、

「医療法」（昭和２３年法律第２０５号）に基づく地域医療構想の実現に向

けた取組並びに「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和５７年法律第
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８０号）に基づく都道府県医療費適正化計画及び「介護保険法」（平成９年

法律第１２３号）に基づく介護保険事業（支援）計画に掲げる取組を進める

など、引き続き、適切に取り組んでいただきたい。 

なお、地域医療構想については、各都道府県において第８次医療計画（令

和６年度～令和１１年度）の策定作業が令和５年度までかけて進められるこ

ととなるため、その作業と併せて、令和４年度及び令和５年度において、地

域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証

・見直しを求めることとされていることにご留意いただきたい。 

46 国民健康保険制度については、「持続可能な医療保険制度を構築するため

の国民健康保険法等の一部を改正する法律」（平成２７年法律第３１号）に

基づき、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったが、制度の

円滑な運営ができるよう、引き続き、適切に取り組んでいただきたい。特に、

次の事項にご留意いただきたい。 

(1) 令和４年度については、財政基盤強化のための支援措置を次のとおり講

ずることとしていること。 

① 「今後の社会保障改革の実施について」（平成２８年１２月２２日社

会保障制度改革推進本部決定）に基づき、保険者努力支援制度等の実施

のために必要となる１，７７２億円（全額国費）が確保されていること。 

② 都道府県が、都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた

財政調整を行うため、「国民健康保険法」（昭和３３年法律第１９２

号）第７２条の２に基づき、一般会計から当該都道府県の国民健康保険

に関する特別会計に繰り入れる都道府県繰入金（給付費等の９％分）に

ついては、その所要額（６，１８７億円）について、引き続き地方交付

税措置を講ずることとしていること。 

③ 以下の制度に係る地方負担について、引き続き地方交付税措置を講ず

ることとしていること。 

ア 保険料軽減制度（４，３８９億円（全額地方負担）（都道府県３／４、

市町村１／４）） 

イ 保険者支援制度（２，５９０億円（うち地方負担１，２９５億円）

（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）） 

ウ 高額医療費負担金（３，６８２億円（うち地方負担９２０億円）

（国１／４、都道府県１／４、都道府県国保１／２）） 

エ 国保財政安定化支援事業（１，０００億円（全額地方負担）（市町

村単独）） 
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(2) 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律」により創設された未就学児に係る国民健康保険料等の被保

険者均等割額の減額措置（８１億円（うち地方負担４０億円）（国１／２、

都道府県１／４、市町村１／４））の地方負担について、地方交付税措置

を講ずることとしていること。 

(3) 保険者努力支援制度において、予防・健康づくりや医療費適正化の推進

に向けた保険者に対する財政的インセンティブとして、これらの取組に係

る客観的な評価指標による「国民健康保険保険者努力支援交付金」（９１２

億円（全額国費））及び予防・健康づくりを一層推進するための「予防・

健康づくり交付金」（５００億円（全額国費））を交付することとされて

いること。 

なお、普通調整交付金の配分について、所得調整機能の観点や、加入者

の性・年齢で調整した標準的な医療費を基準とする観点から、引き続き地

方公共団体等と議論を継続することとされていること。 

(4) 国民健康保険については、都道府県が財政運営の責任主体となる制度を

円滑に運営できるよう財政支援の拡充が行われたことを踏まえ、決算補塡

を目的とする法定外繰入等の早期解消に向けて取り組むこと。 

47 後期高齢者医療制度については、実施主体である後期高齢者医療広域連合

の財政基盤の強化のため、以下の制度に係る地方負担について、引き続き地

方交付税措置を講ずることとしている。 

(1) 保険料軽減制度（３，４１２億円（全額地方負担）（都道府県３／４、

市町村１／４）） 

(2) 高額医療費負担金（３，７２３億円（うち地方負担９３１億円） 

（国１／４、都道府県１／４、後期高齢者医療広域連合１／２）） 

(3) 財政安定化基金（２０１億円（うち地方負担６７億円）（国１／３、

 都道府県１／３、後期高齢者医療広域連合１／３）） 

48 介護保険制度については、自立支援・重度化防止等の取組の推進に向けた

保険者に対する財政的インセンティブとしての「保険者機能強化推進交付

金」（２００億円（全額国費））及び「介護保険保険者努力支援交付金」

（２００億円（全額国費））により、都道府県及び市町村の介護予防等に係

る取組を重点的に推進することとされている。また、調整交付金の活用方策

について、第８期介護保険事業（支援）計画期間における取組状況も踏まえ

つつ、引き続き地方公共団体等と議論を継続することとされている。 
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49 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（平成３０年１２月１８日児童

虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定）に基づき、児童虐待防止対

策の強化を図るため、児童相談所の地方交付税措置について、令和元年度か

ら令和３年度までの３年間で同プランの最終年度である令和４年度における

人員体制の確保に必要な職員数を１年前倒して計上したことに加え、「令和

４年度における児童福祉司等の配置目標について」（令和４年１月２０日児

童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定）に基づき、更に道府県の

標準団体で児童福祉司８名及び児童心理司３名を増員することとしている。

児童相談所を設置する地方公共団体においては、引き続き児童相談所の体制

強化に取り組んでいただきたい。 

50 「予防接種法」（昭和２３年法律第６８号）に基づく定期の予防接種につ

いて、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの積極的な勧奨を差し控えて

いる状態を終了させるとともに、積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃

した方への対応を行うこととされており、その所要額について地方交付税措

置を講ずることとしている。 

51 住民の安心・安全を確保する消防防災行政の役割が非常に重要であること

を踏まえ、次のとおり地方財政措置を講ずることとしている。 

(1) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るため、「消防団員の報

酬等の基準の策定等について」（令和３年４月１３日付け消防庁長官通知。

以下「長官通知」という。）を踏まえ、消防団員の年額報酬等に係る財政

需要を的確に反映するよう、地方交付税措置の見直しを行うとともに、災

害に係る出動報酬について新たに特別交付税措置を講ずることとしており、

市町村においては、必要な条例改正及び予算措置を行っていただきたいこ

と。また、都道府県が実施する消防団員確保の取組に係る経費について新

たに地方交付税措置を講ずることとしていること。さらに、安全確保装備、

活動用資機材及び消防団の機能強化に係る施設・設備（消防ポンプ自動車、

消防団拠点施設等）の整備、入団促進及び消防団員の確保並びに消防団員

の準中型自動車免許の取得に係る経費に対し市町村が行う助成に要する経

費について、引き続き地方財政措置を講ずることとしていること。 

特に、災害時における消防団のより効果的な救助活動を図るために市町

村が実施する消防団の活動用資機材等の整備に係る「消防団設備整備費補

助金」の地方負担について、引き続き特別交付税措置を講ずることとして

いること。 

また、自主防災組織を含む住民の防災活動の活性化に要する経費につい
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て、引き続き地方交付税措置を講ずることとしていること。 

これらの措置を活用し、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に

関する法律」（平成２５年法律第１１０号）及び長官通知を踏まえ、消防

団員の確保、活動に応じた適切な報酬等の支給、装備の充実など消防団を

中核とした地域防災力の充実強化に積極的に取り組んでいただきたいこと。 

(2) 消防防災行政においても、引き続き、喫緊の課題である防災・減災対策

に取り組んでいけるよう、次の措置を講ずることとしていること。 

① 次の経費について、新たに緊急防災・減災事業債の対象とすることと

している。 

ア 建替えと併せて実施する災害時に災害対策の拠点となる公用施設に

おける災害対策本部の設置、応援職員の受入れ、災害応急対策に係

る施設の整備（原則として昭和５６年５月３１日以前に建築確認を

受けて建設され耐震化が未実施の施設に限る。） 

イ 市町村が、「消防の連携・協力の推進について」（平成２９年４月

１日付け消防庁長官通知）に示す連携・協力実施計画に基づき実施

する消防用車両等の整備 

ウ 災害対応について標準的に備える必要のある機能を有するドローン

（災害対応ドローン）の整備 

エ 消防救急デジタル無線の通信環境の改善や端末・システムの改良な

どの機能強化を伴う更新 

② 次の経費について、引き続き緊急防災・減災事業債の対象とすること

としている。 

ア 救急業務に従事する救急隊員及び救急隊員と連携して出動する警防

要員の使用する消防本部、消防署及び出張所の感染防止対策のため

の施設の整備 

イ 防災行政無線のデジタル化及び機能強化を伴う更新 

ウ 都道府県が実施する耐災害性に優れた第３世代システムの地域衛星

通信ネットワーク等の当該都道府県と管内全市町村とを結ぶ一体的

な整備 

(3) 大規模災害時における人命救助活動等を迅速かつ効果的に実施するため、

被災地域への緊急消防援助隊の派遣に伴う関連経費について、特別交付税

措置を講ずることとしていること。 

(4) 住民が救急車を呼ぶべきかどうか等の判断に悩む場合に専門家が電話相

談に応じる「救急安心センター事業（♯７１１９）」に要する経費につい
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て、引き続き特別交付税措置を講ずることとしていること。 

(5) マイナポータルの電子申請受付機能（ぴったりサービス）等を利用した、

火災予防分野の各種手続のオンライン化に必要となるＬＧＷＡＮ接続端末

等の整備に要する経費について、地方交付税措置を講ずることとしている

こと。 

(6) 住民への防災情報の伝達手段の強化を図るため、戸別受信機等の貸与に

よる配備及び携帯電話網等を活用した情報伝達手段の整備に要する経費に

ついて、引き続き地方財政措置を講ずることとしていること。 

52 光ファイバ等の整備状況の地域間格差を是正するための全国的な整備や、

高速・大容量の５Ｇへの移行等に伴う高度化を推進するため、光ファイバ等

の整備及び高度化を伴う更新に要する経費について、引き続き地域活性化事

業債の対象とすることとしている。また、過疎対策事業債については、引き

続き「光ファイバ等整備特別分」として位置付け、他の事業に優先して同意

等額を確保することとしている。 

離島における光ファイバの整備を促進するため、離島地域の光ファイバ等

の維持管理に係る「高度無線環境整備推進事業」の地方負担について、引き

続き特別交付税措置を講ずることとしている。 

53 「学校図書館図書整備等５か年計画」（令和４年度～令和８年度）が策定

されたことに伴い、同計画に基づく学校図書館の図書整備、学校図書館への

新聞配備及び学校司書の配置に必要な経費について、地方交付税措置を講ず

ることとしている。 

54 高等学校以下の私立学校に対する助成については、引き続き、地方交付税

措置を講ずることとしている。 

また、都道府県が行う私立高等学校の地域の実情に応じた低所得者等に対

する授業料軽減を含めた支援、私立小中学校の家計急変世帯に対する授業料

軽減、私立幼稚園の預かり保育推進事業費補助及び私立幼稚園教員の人材確

保支援事業費補助並びに授業目的公衆送信補償金制度に基づく補償金に対す

る助成について、地方交付税措置を講ずることとしている。 

55 「主要農作物種子法」（昭和２７年法律第１３１号）に基づき都道府県が

実施することとされていた事務については、「主要農作物種子法を廃止する

法律」（平成２９年法律第２０号）の施行後においても、「種苗法」（平成

１０年法律第８３号）等に基づき従前と同様に実施することとされているこ

とから、当該事務に要する経費について、引き続き地方交付税措置を講ずる

こととしている。 
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56 鳥獣被害対策の強化のため、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律」（令和３年法律第

７１号）により都道府県が行うこととなった広域捕獲活動等に要する経費に

ついて、特別交付税措置を講ずることとしている。 

57 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（令和３年法律第

６０号）が令和４年４月１日から施行されることを踏まえ、市町村が実施す

るプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に要す

る経費について、特別交付税措置を講ずることとしている。 

58 公営企業会計と一般会計との間の経費負担区分の考え方については、「地

方財政法」（昭和２３年法律第１０９号）及び「地方公営企業法」（昭和

２７年法律第２９２号）に規定されているところであるが、令和４年度の地

方財政計画上の整理については、別途通知することとしているので、その適

正な運用と地方公営企業の健全な経営にご留意いただきたい。 

59 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地

方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」（平成２４年法律第６９

号）に基づく地方消費税率の引上げに関して次の事項にご留意いただきたい。 

(1) 引上げ分の地方消費税収の社会保障財源化 

引上げ分に係る地方消費税収（市町村交付金を含む。）については、社

会保障施策に要する経費に充てるものとすることが「地方税法」（昭和

２５年法律第２２６号）上明記されており、各地方公共団体においては、

「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」（平成２６年１

月２４日付け総務省自治税務局都道府県税課長通知）に基づき、予算書及

び決算書の説明資料等において、引上げ分に係る地方消費税収の使途の明

示を遺漏なく実施していただきたいこと。 

また、引き続き、決算ベースにおいて、地方財政全体で、社会保障施策

に要する経費を調査・集計し、公表することとしていること。 

(2) 適格請求書等保存方式への対応 

令和５年１０月１日から開始される適格請求書等保存方式（いわゆる

「インボイス制度」）においては、地方公共団体から仕入れを行った事業

者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、一般会計及び特別会計のそ

れぞれの会計において、税務署への適格請求書発行事業者の登録申請が必

要であり、また、請求書等発行システムの改修を行うなどの準備が必要と

なる場合があることに留意のうえ、適切に対応いただきたいこと。 
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第４ 通常収支分の歳入歳出 

１ 歳入 

(1) 地方税 

地方税については、次の事項にご留意いただきたい。 

① 令和４年度の地方税制改正に伴う令和４年度の地方税の影響額として

４７１億円の減収を見込んでいること。 

② 令和４年度の地方財政計画における地方税収入見込額については、

税制改正後において、前年度当初見込額に比し２兆９，６０１億円、

７．７％増の４１兆２，３０５億円（道府県税にあっては１０．２％の

増、市町村税にあっては５．７％の増）になるものと見込まれること。

主要税目では、道府県民税のうち所得割３．４％の増、法人税割８４．７

％の増、法人事業税３５．０％の増、地方消費税２．９％の増、市町村

民税のうち所得割３．４％の増、法人税割７４．９％の増、固定資産

税（交付金を除く。）３．９％の増となる見込みであること。 

なお、令和２年度徴収猶予の特例分等を除いた前年度当初見込額と

比較した場合、３兆１，５０３億円、８．３％の増となる見込みである

こと。 

この地方税収入見込額は、地方公共団体全体の見込額であるので、

地域における経済の実勢等に差異があること等を踏まえ、適正な収入の

見積りを行う必要があること。 

また、地方消費税については、令和元年１０月の税率引上げによる

税収への影響は、令和４年度に平年度化するものであること。 

③ 都市計画税は、「都市計画法」（昭和４３年法律第１００号）に基づ

いて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税で

あることから、その趣旨を踏まえ、対象事業に要する費用を賄うためそ

の必要とされる範囲について検討を行い、適宜、税率の見直し等を含め

た適切な対応を行う必要があること。 

また、本税の目的税としての性格に鑑み、都市計画税収の都市計画

事業費への充当について明示することにより、その使途を明確にするこ

と。 

④ 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他

消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含

む。）に要する費用に充てる目的税であることから、その趣旨を踏まえ、

入湯税収の具体的事業費への充当について予算書、決算書の事項別明細
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書あるいは説明資料等において明示することにより、その使途を明確に

すること。 

(2) 地方譲与税 

地方譲与税の収入見込額は、２兆５，９７８億円（前年度比７，５１６

億円、４０．７％増）である。 

その内訳は、地方揮発油譲与税２,２９１億円（同１億円、０．０％

減）、石油ガス譲与税４８億円（同３億円、６．７％増）、航空機燃料譲与

税１４９億円（同２９億円、１６．３％減）、自動車重量譲与税２，８９１

億円（同８５億円、３．０％増）、特別とん譲与税１１３億円（同１億円、

０．９％減）、森林環境譲与税５００億円（同１００億円、２５．０％

増）及び特別法人事業譲与税１兆９，９８６億円（同７，３５９億円、

５８．３％増）となっている。 

なお、令和２年度徴収猶予の特例分等を除いた前年度当初見込額と比較

した場合、７，７５９億円、４２．６％の増となる見込みであること。 

(3) 地方特例交付金等 

地方特例交付金等の収入見込額は、２，２６７億円（前年度比１，３１０

億円、３６．６％減）であり、その内訳は、住宅借入金等特別税額控除に

よる減収を補塡するため計上する地方特例交付金２，１７２億円（前年度

比３５９億円、１９．８％増）及び生産性革命の実現に向けた固定資産税

の特例措置の拡充等による減収を補塡するため計上する新型コロナウイル

ス感染症対策地方税減収補塡特別交付金９５億円（前年度比１，３１８億

円、９３．３％減）である。 

(4) 地方交付税 

令和４年度の地方交付税に係る国の一般会計からの繰入れは、所得税及

び法人税の３３．１％相当額、酒税の５０％相当額並びに消費税の１９．５

％相当額の合計額１５兆６，４０４億円（平成２０年度、平成２１年度及

び令和元年度補正予算に係る精算額２，４６１億円及び平成２８年度決算

に係る精算額４４９億円を減額した後の額）に国の一般会計における加算

額（既往法定分）１５４億円を加えた１５兆６，５５８億円であり、前年

度当初予算に比し６４６億円、０．４％の増となっている。 

地方公共団体に交付される地方交付税の総額は、これに地方法人税の

全額１兆７，１２７億円、返還金１億円、令和３年度からの繰越金１兆

２，５６１億円を加算し、交付税特別会計借入金償還額５，０００億円、

交付税特別会計借入金に係る支払利子額７０９億円を減額した１８兆５３８
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億円であり、前年度当初予算に比し６，１５３億円、３．５％の増となっ

ている（別添資料第６）。 

各地方公共団体における地方交付税の額を見込むに当たっては、前年度

の決定額に単純に地方交付税総額の対前年度比を乗じるなどの方法を用い

ることにより結果として過大な見積りを行うことのないよう、次の事項に

特にご留意いただきたい。 

① 普通交付税 

ア 基準財政需要額 

（ア）地方公共団体が地域社会のデジタル化を推進するために必要とな

る取組に要する経費を算定する「地域デジタル社会推進費」につ

いては、前年度と同様の算定方法により、引き続き２，０００億

円程度を算定することとしていること。 

（イ）「まち・ひと・しごと創生事業費」（１兆円）については、「地

域の元気創造事業費」（４，０００億円程度、うち１００億円程

度は特別交付税）及び「人口減少等特別対策事業費」（６，０００

億円程度）において引き続き措置することとしていること。 

このうち、「人口減少等特別対策事業費」の算定においては、

第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の期間を踏まえ、令

和２年度から５年間かけて、段階的に「取組の必要度」に応じた

算定から「取組の成果」に応じた算定へ１，０００億円シフト

することとしており、令和４年度は「取組の必要度」に応じて

３，４００億円程度（道府県分１，１２０億円程度、市町村分

２，２８０億円程度）、「取組の成果」に応じて２，６００億円

程度（道府県分８８０億円程度、市町村分１，７２０億円程度）

を算定することとしていること。 

算定に当たっては、引き続き、成果を発揮する際の条件が厳し

いと考えられる条件不利地域等への配慮を行うこととしているこ

と。 

（ウ）地方公共団体が地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に自

主的・主体的に取り組むための経費を算定する「地域社会再生

事業費」については、前年度と同様の算定方法により、引き続

き４，２００億円程度を算定することとしていること。 

（エ）感染症の拡大時に円滑に業務ができるよう、保健所において感染

症対応業務に従事する保健師の恒常的な人員体制の強化等に要す
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る経費を算定することとしていること。 

（オ）「令和４年度における児童福祉司等の配置目標について」（令和

４年１月２０日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決

定）に基づき、児童福祉司等の職員の増員に必要となる経費を算

定することとしていること。 

（カ）基準財政需要額の増減は、測定単位や密度補正等の基礎数値の伸

び、公債費又は事業費補正の伸び等により各地方公共団体ごとに

かなりの差が生じるものと見込まれること。 

イ 基準財政収入額 

（ア）令和４年度においては、固定資産税について、新型コロナウイル

ス感染症等に係る生産性革命の実現に向けた特例措置の拡充等に

よる減収がないものとして算定すること。また、新型コロナウイ

ルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金については、基準財政

収入額に算入しないこと。 

（イ）一般的に、道府県分にあっては道府県民税所得割及び法人税割、

法人事業税、地方消費税並びに特別法人事業譲与税、市町村分に

あっては市町村民税所得割及び法人税割、固定資産税並びに地方

消費税交付金の増が見込まれること。 

（ウ）基準財政収入額の見積もりに当たっては、地方税制改正を踏まえ

た収入見込額を基礎とするとともに、前年度の実績値を基礎数値

として用いるものが多いことに加え、法人関係税等の精算額が加

算されることとなることから、団体ごとの増減は必ずしも一律で

はないので、過少に見積もることのないようにすること。 

特に、特別法人事業譲与税、森林環境譲与税及び地方消費税交

付金については、譲与等の基準に用いる統計数値（国勢調査人口

等）の更新に対応し、令和４年度に限り、当該年度の特別法人事

業譲与税及び森林環境譲与税の譲与見込額並びに地方消費税交付

金の交付見込額として総務大臣が定める額を算定の基礎とする改

正を行うこととしていること。 

（エ）法人関係税（法人事業税交付金、地方法人特別譲与税及び特別法

人事業譲与税を含む。）、住民税利子割（利子割交付金を含

む。）、住民税所得割（分離譲渡所得分）及び特別とん譲与税に

ついては精算措置を講ずることとしているが、法人関係税（法人

事業税交付金及び特別法人事業譲与税を含む。）及び住民税利子
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割（利子割交付金を含む。）の減収額を対象に減収補塡債を発行

する場合には減収補塡債発行額の７５％は精算措置の対象額から

除くこととしていること。 

（オ）東日本大震災に係る「地方税法」の改正等に伴う減収見込額につ

いては、震災復興特別交付税において措置されることを踏まえ、

引き続きその７５％を加算することとしていること。 

ウ 基準財政需要額の伸び率については、基準財政需要額の一部を臨時

財政対策債に振り替える措置を講ずる前で比較した場合、令和３年

度に比し個別算定経費（地域の元気創造事業費、人口減少等特別対

策事業費、地域社会再生事業費、地域デジタル社会推進費、公債費

及び事業費補正を除く。）にあっては、道府県分１．５％程度の減、

市町村分１．５％程度の減、包括算定経費にあっては、道府県分

８．０％程度の減、市町村分８．０％程度の減と見込まれること。 

エ 臨時財政対策債の発行可能額の配分方式については、引き続き全て

財源不足額を基礎として算出する方式とすることとしていること。 

なお、臨時財政対策債の発行可能額の算出方法等については、別

途お知らせする予定であること。 

② 特別交付税 

ア 令和４年度の特別交付税（震災復興特別交付税を除く。以下同

じ。）の総額は、前年度当初予算に比し３．５％の増となっている

が、令和３年度補正予算による増額後との比較では０．８％の増で

あるので、予算計上に当たっては、過大に計上することのないよう

慎重に見積もること。 

特に、令和３年度において、災害対策等、年度によって激変する

項目により多額の交付を受ける地方公共団体にあっては、これらの

事由による特別交付税の減少を確実に見込むこと。 

イ 特別交付税の算定に当たっては、特定財源の控除漏れがないか、普

通交付税、他の特別交付税の算定項目及び震災復興特別交付税との

重複計上がないか等について十分点検いただくほか、このような基

礎数値の報告誤りがないよう、事業担当課と連携するとともに、特

別交付税算定担当者間で情報共有を図るなど適切な事務の執行に努

めていただきたいこと。 

(5) 国庫支出金 

国庫支出金の総額については、社会保障関係費の増加等により、地方財
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政計画上０．８％程度の増になるものと見込まれる。 

また、令和４年度における各種交付金の計上額は、別添資料第７のとお

りである。 

(6) 地方債 

令和３年１２月２４日に公表した令和４年度地方債計画（通常収支分）

（別添資料第８）は、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の

不足に対処するための措置を講じ、また、地方公共団体が緊急に実施する

防災・減災対策、公共施設等の適正管理及び地域の活性化への取組等を着

実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図ることとしている。 

その総額は１０兆１，７９９億円（前年度比３兆４，５７４億円、２５．４

％減）を見込んでいる。 

このうち、普通会計分は７兆６，０７７億円（同３兆６，３３１億円、

３２．３％減）、公営企業会計等分は２兆５，７２２億円（同１，７５７

億円、７．３％増）を見込んでいる。 

地方債については、次の事項にご留意いただきたい。 

① 地方財源の不足に対処するため、「地方財政法」第５条の特例とし

て臨時財政対策債１兆７，８０５億円（前年度比３兆６，９９２億

円、６７．５％減）を見込んでおり、そのうち、公的資金について

は、６，４４５億円（臨時財政対策債の３６．２％）を確保するとと

もに、市町村（指定都市を除く。）の臨時財政対策債に対しては、原則

として全額公的資金を配分することとしていること。 

② 地方公共団体が、喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけ

るよう、緊急防災・減災事業において、対象事業を拡充（消防本部にお

ける災害対応ドローンの整備、消防救急デジタル無線の機能強化、応援

職員の受入れ施設等の整備及び連携・協力によるはしご自動車等の整

備）することとし、５，０００億円（前年度同額）を見込んでいること。 

③ 地方公共団体が、緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に

取り組んでいけるよう、緊急自然災害防止対策事業として、４，０００

億円（前年度同額）を見込んでいること。 

④ 地方公共団体が、緊急に河川等の浚渫を実施できるよう、緊急浚渫推

進事業として、１，１００億円（前年度同額）を見込んでいること。 

⑤ 令和４年度以降も、地方公共団体が、引き続き公共施設等の適正管理

に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業を令和

８年度まで継続し、脱炭素化に係る事業（令和７年度まで）を加えると



- 38 - 

ともに、長寿命化に係る事業の対象に空港施設及びダム（本体、放流設

備等）を追加することとし、５，２２０億円（前年度比９００億円、

２０．８％増）を見込んでいること。 

⑥ 過疎対策事業及び辺地対策事業については、公共施設の老朽化対策の

推進等のため、それぞれ５，２００億円（前年度比２００億円、４．０

％増）、５３０億円（前年度比１０億円、１．９％増）を見込んでいる

こと。 

⑦ 地方債資金のうち、公的資金については、前年度と同程度の割合（全

体の４２．９％）を確保していること。 

また、民間等資金については、その円滑な調達を図るため、市場公

募地方債の発行を引き続き推進することとしていること。 

⑧ 財政融資資金については、社会福祉施設整備事業及び公共施設等適正

管理推進事業（国庫補助事業として実施される事業に限る。）に対して、

同資金を新たに配分することとし、社会福祉施設整備事業の償還期限は

２５年以内（うち据置３年以内）、公共施設等適正管理推進事業の償還

期限は３０年以内（うち据置５年以内）とすることとしていること。 

⑨ 地方公共団体金融機構資金については、一般事業（地域総合整備資金

貸付事業）における償還期限を２０年以内（うち据置５年以内）に延長

するとともに、辺地対策事業に対して、同資金を新たに配分することと

し、その償還期限は原則として３０年以内（うち据置５年以内）とする

こととしていること。 

⑩ 減債基金への積立てについては、各地方公共団体における地方債現在

高の状況及び公債費負担の今後の見通しに応じて、計画的に行われたい

こと。その際、満期一括償還地方債の元金償還に充てるための減債基金

への積立てについては、実質公債費比率の算定上、毎年度の積立額を発

行額の３０分の１（３．３％）として設定しており、これを下回る分は

減債基金の積立不足として取り扱われていることに留意すること。 

(7) 使用料・手数料 

使用料・手数料については、最近における実績等を勘案し、１兆５，７２９

億円（前年度比２４２億円、１．６％増）になるものと見込んでいる。 

２ 歳出 

(1) 給与関係経費 

給与関係経費については、次の事項にご留意いただきたい。 

① 地方財政計画上の職員数については、地方公共団体における定員管理
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の取組を勘案するとともに、義務教育教職員の改善増や保健所の恒常的

な人員体制強化、児童虐待防止対策の強化による増等を見込むことによ

り、５，１６０人の増としていること。 

ア 義務教育諸学校の教職員については、児童生徒数の減少等に伴う

２，９３４人の減員に対して、４，６９０人の改善増を見込むこと

により、全体として１，７５６人の増員を見込んでいること。 

イ 公立高等学校、公立大学校等の教員については、児童生徒数の減少

等に伴い、２，５２２人の減員を見込んでいること。 

ウ 消防職員については、消防防災行政の状況等を勘案し、５００人の

増員としていること。 

エ 一般職員（アからウ及び警察官を除く職員）については、保健所の

恒常的な人員体制強化による保健師の増員（４５０人）及び児童虐

待防止対策の強化による児童福祉司等の増員（７０３人）を含め、

５，４２６人の増員としていること。 

② 地方財政計画上の退職手当については、前年度に比し２．５％減の

１兆４，３６１億円を計上することとしていること。 

③ 地方公務員共済組合等負担金については、別添資料第９のとおり改定

される予定であること。 

④ 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（令和３年１１月２４

日閣議決定）において、「一般職の職員の給与に関する法律」（昭和

２５年法律第９５号）の適用を受ける国家公務員の給与については、令

和３年人事院勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げるとともに、令

和３年度の引下げに相当する額について、令和４年６月の期末手当から

減額することで調整を行うものとされ、また、地方公務員の給与におけ

る令和３年度の期末手当の引下げに相当する額の調整時期については、

地域の実情を踏まえつつ、国家公務員の取扱いを基本として対応するよ

う要請するものとされたことを踏まえ、地方財政計画上、令和３年度の

期末手当の引下げに相当する額については、令和４年６月の期末手当か

ら減額することで調整を行うものとして積算することとしていること。 

このため、令和３年度中に上記の期末手当の引下げを行った地方公

共団体においては、これにより不用となった財源を確保するなど、令和

４年度における期末手当の支給に適切に対応されたいこと。 

(2) 一般行政経費 

一般行政経費については、次の事項にご留意いただきたい。 
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① 一般行政経費（単独）については、社会保障関係費の増加や森林環境

譲与税を財源として実施する森林整備等に係る経費の増加等を反映して

計上するとともに、震災復興特別交付税により別枠で措置することとし

ている地方税等の減収分（震災関連）見合い歳出３６８億円を減じ、

１４兆８，６６７億円（前年度比３７１億円、０．３％増）を計上する

こととしていること。上記３６８億円の地方税等の減収については、震

災復興特別交付税で補塡されるものであることから、その見合いの歳出

とも合わせて東日本大震災分の歳入歳出に計上しているものであること。 

② 国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費については、国民健康

保険の保険基盤安定制度（保険料軽減分）４，３８９億円、都道府県繰

入金６，１８７億円、国保財政安定化支援事業１，０００億円及び後期

高齢者医療制度の保険基盤安定制度（保険料軽減分）３，４１２億円を

合算した１兆４，９８８億円（前年度比７６億円、０．５％増）を計上

することとしていること。 

③ 災害等年度途中における追加財政需要の発生に備えるため、令和４年

度においては、近年の追加財政需要額の活用状況等を踏まえ、４，２００

億円（前年度同額）を地方財政計画に計上することとしているので、各

地方公共団体においては、年度途中の追加財政需要に適切に対応しうる

ようあらかじめ財源を留保しておくこと。 

(3) 投資的経費 

投資的経費については、次の事項にご留意いただきたい。 

① 直轄事業負担金及び補助事業費の合計は、全体で前年度比約０．９％

減の５兆６，６００億円程度を計上することとしていること。また、こ

のうち直轄事業負担金については、５，６００億円程度（前年度比約

２．２％減）、補助事業費については、５兆１，１００億円程度（前年

度比約０．６％減）となる見込みであること。 

② 地方単独事業費については、公共施設の脱炭素化の取組等を推進する

ため、「公共施設等適正管理推進事業費」について対象事業を拡充した上

で、５，８００億円（前年度比１，０００億円、２０．８％増）を計上す

ることとしており、全体で前年度に比し１．５％増の約６兆３，１００億

円を計上することとしていること。 

(4) 公債費 

公債費については、臨時財政対策債の元利償還金が引き続き増加するも

のの、その他の地方債の元利償還金が減少することを踏まえ、地方財政計
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画上、前年度の公債費（猶予特例債の元利償還金を除く。）に比し１．２

％程度の減を見込むこととしている。 

(5) 維持補修費 

維持補修費については、最近における実績等を勘案し、地方財政計画上

前年度に比し１．４％程度の増を見込むこととしている。 

(6) 公営企業繰出金 

公営企業繰出金については、「地方公営企業法」等に定める一般会計と

の間における経費負担区分等の経営に関する基本原則を堅持しながら、地

方公営企業の経営基盤の強化を図るとともに、住民生活に密接に関連した

社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめ

とする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、地方財政

計画に所要額を計上することとしている。 

 

第５ 東日本大震災分の歳入歳出 

１ 復旧・復興事業 

(1) 歳入 

① 震災復興特別交付税 

ア 直轄・補助事業に係る地方負担分、地方単独事業分、地方税の減収

分等を措置する震災復興特別交付税については、１，０６９億円を

計上することとしている。 

イ 震災復興特別交付税の算定に当たっては、「震災復興特別交付税の

適正な算定について」（令和３年９月３日付け総務省自治財政局財

政課復興特別交付税室長通知）を踏まえ、算定対象とならない経費

等を回答することがないよう、適切な事務の執行に努めていただき

たい。 

ウ 震災復興特別交付税の精算については、過年度に過大又は過少に交

付された額を新規算定額から減額又は加算するとともに、新規算定

額から減額できない額については、返還する必要があることにご留

意いただきたい。 

② 一般財源充当分 

復旧・復興事業のうち地域振興策や将来の災害への備えといった全

国に共通する課題への対応との性質を併せ持つ事業の一般財源所要額に

対応するため、一般財源充当分として４億円計上することとしている。 

③ 国庫支出金 
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東日本大震災関係経費１，８００億円程度を見込んでいる。 

④ 地方債 

令和４年度地方債計画（東日本大震災分）（別添資料第１０）にお

いては、復旧・復興事業として１５億円を見込んでおり、その全額につ

いて公的資金を確保することとしている。 

このうち、普通会計分は９億円、公営企業会計等分は６億円を見込

んでいる。 

(2) 歳出 

① 直轄事業負担金及び補助事業費 

国の東日本大震災関係経費に係る直轄事業負担金及び補助事業費

２，４００億円程度を見込んでいる。 

② 地方単独事業費 

「地方自治法」に基づく職員の派遣、東日本大震災に係る災害復旧

等に従事させるための職員採用に係る経費及び単独災害復旧事業に係る

経費等の地方単独事業費については、１４９億円を計上することとして

いる。 

③ 地方税等の減収分見合い歳出 

東日本大震災の税制上の臨時特例措置等に伴う減収分については、

以下のとおり３６８億円を計上することとしている。 

ア 「地方税法」等に基づく特例措置分（５５億円） 

イ 条例減免分（１３億円） 

ウ 「東日本大震災復興特別区域法」（平成２３年法律第１２２号）等

に基づく特例措置分（２９９億円） 

２ 全国防災事業 

(1) 歳入 

① 地方税 

地方税の臨時的な税制上の措置（平成２５年度～令和５年度）によ

る収入見込額として７６８億円を計上することとしている。 

② 一般財源充当分 

地方税の収入見込額を上回る一般財源所要額に対応するため、一般

財源充当分として２５４億円を計上することとしている。 

(2) 歳出 

東日本大震災関係経費のうち全国防災対策費に係る公債費を１，０２３

億円計上することとしている。 
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第６ 地方公営企業 

１ 今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う

更新需要の増大など、地方公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増すこと

を踏まえ、経営戦略の策定・改定や抜本的な改革等の取組を通じ、経営基盤

の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに、これらについてより的確

に取り組むため、公営企業会計の適用拡大や経営比較分析表の活用等による

「見える化」を推進することとしているので、各公営企業におかれては、次

の事項にご留意いただきたい。 

(1) 各公営企業においては、中長期的な基本計画である経営戦略に基づく計

画的かつ合理的な経営を行うこと。また、策定済みの経営戦略について、

経営戦略に基づく取組の進捗と成果を一定期間ごとに評価、検証した上で、

今後の人口減少等を加味した料金収入の反映やストックマネジメント等の

取組の充実により、中長期の収支見通し等の精緻化を図るとともに、料金

改定や抜本的な改革を含め、収支均衡を図る具体的な取組の検討を行い、

令和７年度までの経営戦略の改定に反映すること。 

なお、経営戦略の策定を地方財政措置の要件としているものについて、

令和８年度から、これらの取組を反映した経営戦略の改定を要件とする予

定であること。 

(2) 各公営企業が不断の経営健全化等に取り組むに当たっては、事業ごとの

特性に応じて、事業の必要性を含め、民営化・民間譲渡、広域化等及び民

間活用といった抜本的な改革等について検討し、これを推進すること。 

水道事業及び下水道事業については、広域化等を推進するとともに、公

共施設等運営権制度を含むＰＰＰ／ＰＦＩ手法や民間委託など更なる民間

活用を推進されたいこと。なお、広域化については、事業の経営統合のほ

か、施設や水質管理システム等の共同利用、管理事務の共同発注など、多

様な手法が考えられるところであり、地域の実情に沿った取組を推進され

たいこと。 

これらの検討に資するよう、各公営企業における抜本的な改革の取組状

況について調査・公表するとともに、先進・優良事例集を更新することと

しているので、積極的に活用されたいこと。 

(3) 「公営企業会計の更なる適用の推進について」（平成３１年１月２５日

付け総務大臣通知）及び「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事

項について」（平成３１年１月２５日付け総務省自治財政局長通知）等を

踏まえ、重点事業としている下水道事業及び簡易水道事業について、人口



- 44 - 

３万人未満の地方公共団体においても令和５年度までに公営企業会計に移

行するなど、一層の取組を推進されたいこと。また、重点事業以外の事業

についても、固定資産台帳の整備やシステム改修等の移行事務を複数の事

業で一括して取り組むことなどにより、移行作業を効率的かつ円滑に実施

可能となることに留意しつつ、公営企業会計への移行を積極的に推進され

たいこと。 

公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、適用に要する経費につい

て、引き続き地方財政措置を講ずるとともに、公営企業会計の適用に取り

組む市町村に対して都道府県が行う支援に要する経費について、引き続き

地方交付税措置を講ずることとしていること。 

なお、簡易水道事業における高料金対策及び下水道事業における高資本

費対策に係る地方交付税措置について、人口３万人以上の地方公共団体は

令和３年度から公営企業会計の適用を要件に加えたところであるが、同様

に、人口３万人未満の地方公共団体は令和６年度から公営企業会計の適用

を要件とする予定であること。 

(4) 経営戦略の改定・経営改善、「公立病院経営強化プラン」の策定及び経

営強化の取組、上下水道の広域化並びに公営企業会計の適用等の取組を支

援するため、「経営・財務マネジメント強化事業」を令和４年度も引き続

き実施し、地方公共団体の状況や要請に応じて継続的にアドバイザーを派

遣することとしており、各公営企業においては積極的に活用されたいこと。 

２ 地方公営企業の事業の円滑な推進とその経営基盤の強化に資するため、次

の事項にご留意いただきたい。 

(1) 病院事業については、医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、

地域に必要な医療提供体制を確保するため、機能分化・連携強化、医師・

看護師確保等による公立病院の経営強化を図っていくことが重要である。

そのため、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的

に活用するという視点をこれまで以上に重視するとともに、感染症拡大時

の対応という視点も踏まえながら、令和３年度末までに「持続可能な地域

医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」を策定し、

地方公共団体に対して、令和４年度又は令和５年度中の「公立病院経営強

化プラン」の策定を要請する予定であること。 

また、地方公共団体が「公立病院経営強化プラン」に基づき公立病院の

経営強化に取り組めるよう、公立病院の機能分化・連携強化に伴う施設・

設備の整備費等に係る病院事業債（特別分）を拡充・延長するとともに、
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公立病院等の医師派遣等に係る特別交付税措置について、看護師等医療従

事者の派遣及び診療所への派遣の追加、派遣元病院に対する措置の拡充を

行うこととしていること。 

併せて、公立病院等の施設整備費に対する地方交付税措置の対象となる

建築単価の上限を引上げるとともに、令和３年度に講じた不採算地区病院

等に対する特別交付税措置の拡充を令和４年度においても継続することと

していること。 

(2) 水道事業については、「「水道広域化推進プラン」の策定について」（

平成３１年１月２５日付け総務省自治財政局長、厚生労働省大臣官房生活

衛生・食品安全審議官通知）に基づき、「水道広域化推進プラン策定マニ

ュアル」（平成３１年３月）を踏まえ、各都道府県において令和４年度ま

でに「水道広域化推進プラン」を策定すること。策定に当たり、広域化の

シミュレーションにおいては、事業統合や経営の一体化、施設の共同化、

システム共同化を含むデジタル化の推進に関する事項を盛り込むよう検討

を行うこと。 

同プランの策定に要する経費や広域化に伴う施設の整備費等について、

引き続き地方財政措置を講ずることとしていること。 

なお、水道の広域化を推進するため、「生活基盤施設耐震化等交付金」

の対象に広域化に伴う解体撤去費を追加することとされていること。 

(3) 下水道事業については、「汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化

計画」の策定について」（平成３０年１月１７日付け総務省自治財政局準

公営企業室長、農林水産省農村振興局整備部地域整備課長、水産庁漁港漁

場整備部防災漁村課長、国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事

業課長、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長通知）に基

づき、「広域化・共同化計画策定マニュアル（改訂版）」（令和２年４

月）を踏まえ、各都道府県において令和４年度までに「広域化・共同化計

画」を策定すること。策定に当たり、施設の統廃合、システム標準化を含

むデジタル化の推進に関する事項等を盛り込むよう検討を行うこと。 

施設の統廃合をはじめとした広域化を推進するため、公共下水道・集落

排水の流域下水道への統合や同一下水道事業内の処理区の統合に係る施設

の整備費等に対する地方財政措置を拡充するとともに、事業統合を行なっ

た下水道事業に対する高資本費対策に係る地方交付税措置について、統合

後の激変緩和措置の適用期間を拡充することとしていること。このほか、

同計画の策定に要する経費について、引き続き地方交付税措置を講ずるこ
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ととしていること。 

 

（注釈）この事務連絡における以下の語句の意味は、それぞれ次のとおり。 

ア．「地方交付税措置」･･･次のいずれかの措置（ウ．に該当するものを除く） 

①普通交付税措置 

②普通交付税措置及び特別交付税措置 

イ．「特別交付税措置」･･･特別交付税措置（ウ．に該当するものを除く） 

ウ．「地方財政措置」･･･地方債の元利償還金に対する普通交付税措置又は特別 

交付税措置等（併せて、ア．又はイ．の措置が講じら

れる場合を含む） 

エ．「第三セクター等」･･･第三セクター、地方公社、地方独立行政法人又は組

合等のいずれかに該当する団体 



令和４年度予算編成の基本方針 

１． 基本的考え方 

① 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が

徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さが

みられる。先行きについては、経済社会活動が正常化に向かう中で、

各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していく

ことが期待される。ただし、供給面での制約や原材料価格の動向に

よる下振れリスクに十分注意する必要がある。また、足元では新た

な変異株の出現による感染拡大への懸念が生じていることから、新

型コロナウイルス感染症による内外経済への影響や金融資本市場の

変動等の影響を注視する必要がある。 

② このように先行き不透明な中、岸田内閣では、最悪の事態を想定

しつつ水際対策を行うなど、喫緊かつ最優先の課題である新型コロ

ナウイルス感染症対応に万全を期し、感染症により大きな影響を受

ける方々の支援等を速やかに行うべく必要な対策を講ずるとともに、

「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコン

セプトとした新しい資本主義を実現すべく精力的に取り組んでいる

ところである。 

③ まず、新型コロナウイルス感染症対応については、これまでも、

感染状況や、企業や暮らしに与える影響に十分に目配りを行い、予

備費なども活用して必要な対策を柔軟に行ってきているが、今般、

新型コロナウイルス感染症の拡大防止、「ウィズコロナ」下での社会

経済活動の再開と次なる危機への備え、未来社会を切り拓く「新し

令和３年 12 月３日 

閣 議 決 定 

資料１

（1）



い資本主義」の起動、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安

心の確保を柱とする「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」

（令和３年 11 月 19 日閣議決定）を策定したところであり、これを

速やかに実行に移していく。 

④ 経済財政運営に当たっては、最大の目標であるデフレからの脱却

を成し遂げる。危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全

を期する。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。

まずは、経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取

り組んでいく。 

⑤ その上で、岸田内閣が目指すのは、「成長と分配の好循環」と「コ

ロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとする新しい資本主義の

実現である。 

  成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に全力で取り組

む。しかし、分配なくして次の成長なし。成長の果実をしっかりと

分配することで、初めて次の成長が実現する。 

具体的には、科学技術立国の実現、地方を活性化し、世界とつな 

がる「デジタル田園都市国家構想」、経済安全保障の推進を３つの柱 

とした大胆な投資により、ポストコロナ社会を見据えた成長戦略を 

国主導で推進し、経済成長を図る。また、賃上げの促進等による働 

く人への分配機能の強化、看護・介護・保育等に係る公的価格の在 

り方の抜本的な見直し、少子化対策等を含む全ての世代が支え合う 

持続可能な全世代型社会保障制度の構築を柱とした分配戦略を推進 

する。 

⑥ 加えて、東日本大震災からの復興・創生、高付加価値化と輸出力

強化を含む農林水産業の振興、老朽化対策を含む防災・減災、国土

強靱化や交通、物流インフラの整備等の推進、観光や文化・芸術へ

（2）



の支援など、地方活性化に向けた基盤づくりに積極的に投資する。

年代・目的に応じた、デジタル時代にふさわしい効果的な人材育成、

質の高い教育の実現を図る。2050年カーボンニュートラルを目指し、

グリーン社会の実現に取り組む。 

これまでにない速度で厳しさを増す国際情勢の中で、国民を守り 

抜き、地球規模の課題解決に向けて国際社会を主導するため、外交 

力や防衛力を強化する等、安全保障の強化に取り組む。  

これまでの政府・与党の決定を踏まえた取組を着実に進めるとと 

もに、財政の単年度主義の弊害を是正し、科学技術の振興、経済安 

全保障、重要インフラの整備などの国家課題に計画的に取り組む。 

２． 予算編成についての考え方 

① 令和４年度予算編成に当たっては、新型コロナウイルス感染症へ

の対応に万全を期すとともに、成長と分配の好循環による新しい資

本主義の実現に向けて、上記１．基本的考え方を踏まえる。 

② 具体的には、新型コロナウイルス感染症の克服に向け、国民を守

る医療提供体制や検査体制の確保、変異株を含む新たなリスクに対

する万全の備えのためのワクチン・治療薬等の研究開発、雇用・事

業・生活に対する支援等を推進する。 

③ また、「コロナ後の新しい社会」を見据え、成長と分配の好循環を

実現するため１.⑤に掲げる成長戦略、分配戦略などに基づき予算を

重点配分する。また、１.⑥のとおり、東日本大震災を始め各地の災

害からの復興・創生や防災・減災、国土強靱化等に対応するととも

に、現下の国際情勢に的確に対応し、国家の安全保障をしっかりと

確保する。 

（3）



④ あわせて、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（令和３年６月

18日閣議決定）における令和４年度予算編成に向けた考え方に基づ

いて、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、メリハリの

効いた予算とする。また、いわゆる「16か月予算」の考え方で、令

和３年度補正予算と、令和４年度当初予算を一体として編成する。

その中で、単年度主義の弊害是正のため必要に応じ新たに基金を創

設する等の措置を講じていく。加えて、ＥＢＰＭの仕組み等を活用

し、適切かつ効果的な支出を推進する。 

（4）



令和４年度の経済見通しと経済財政営の基本的態度 

令和３年 12 月 23 日 

閣 議 了 解

１．令和３年度の経済動向及び令和４年度の経済見通し 

（１）令和３年度及び令和４年度の主要経済指標

（注１）消費者物価指数は総合である。 
（注２）Go Toキャンペーン事業による消費者物価（総合）上昇率への影響を機械的に試算すると、2020年度に▲0.1％ポイント

程度、2021年度に 0.1％ポイント程度、2022年度に▲0.0％ポイント程度と見込まれる。また、携帯電話通信料引下げによる
消費者物価（総合）上昇率への影響を機械的に試算すると、2021年度に▲1.3％ポイント程度と見込まれる。 

令和２年度 令和３年度 令和４年度

（実績） （実績見込み） （見通し）

兆円 兆円程度 兆円程度 ％ ％ ％程度 ％程度 ％程度 ％程度

（名目） （名目） （名目） （名目） （実質） （名目） （実質） （名目） （実質）

535.5 544.9 564.6 ▲ 3.9 ▲ 4.5 1.7 2.6 3.6 3.2

286.9 293.2 307.3 ▲ 5.5 ▲ 5.5 2.2 2.5 4.8 4.0

19.8 21.0 21.5 ▲ 7.3 ▲ 7.8 5.6 ▲ 0.5 2.8 0.9

84.5 88.3 93.4 ▲ 7.9 ▲ 7.5 4.5 2.5 5.8 5.1

0.1 0.4 0.6 (▲ 0.2) (▲ 0.2) (0.1) (0.0) (0.0) (0.0)

84.1 101.6 109.6 ▲ 12.1 ▲ 10.5 20.8 11.4 7.9 5.5

84.5 107.5 116.5 ▲ 13.4 ▲ 6.6 27.2 7.4 8.4 4.1

▲ 4.2 ▲ 3.9 2.8 2.0 3.8 3.0

▲ 4.8 ▲ 4.7 2.2 1.7 3.7 3.0

0.6 0.8 0.6 0.2 0.1 0.0

0.3 ▲ 0.7 ▲ 1.0 0.6 ▲ 0.2 0.2

554.7 566.9 589.0 ▲ 4.2 ▲ 3.9 2.2 1.4 3.9 3.1

万人 万人程度 万人程度

6,863 6,871 6,873 ▲ 0.5 0.1 0.0

6,664 6,681 6,705 ▲ 1.0 0.3 0.4

5,962 5,981 6,004 ▲ 1.0 0.3 0.4

％ ％程度 ％程度

2.9 2.8 2.4

％ ％程度 ％程度

▲ 9.5 5.7 5.0

％ ％程度 ％程度

▲ 1.4 6.5 2.0

▲ 0.2 ▲ 0.1 0.9

0.7 ▲ 0.8 0.4

兆円 兆円程度 兆円程度

0.2 ▲ 5.3 ▲ 5.8

3.9 ▲ 1.4 ▲ 3.7

68.4 83.8 88.7 ▲ 8.4 22.5 5.9

64.4 85.2 92.4 ▲ 13.3 32.3 8.5

16.3 13.6 15.2

％ ％程度 ％程度

3.0 2.5 2.8

対前年度比増減率

令和２年度 令和３年度 令和４年度

国内総生産

民間最終消費支出

民間住宅

民間企業設備

民間在庫変動　( )内は寄与度

財貨・サービスの輸出

（控除）財貨・サービスの輸入

内需寄与度

民需寄与度

公需寄与度

外需寄与度

国民総所得

就業者数

雇用者数

労働・雇用 ％ ％程度 ％程度

労働力人口

完全失業率

生産

鉱工業生産指数・増減率

物価

国内企業物価指数・変化率

消費者物価指数・変化率

GDPデフレーター・変化率

国際収支 ％ ％程度 ％程度

貿易・サービス収支

貿易収支

輸出

輸入

経常収支

経常収支対名目GDP比

資料２

（5）



（２）令和３年度の経済動向

我が国経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響の下にあるが、

令和３年９月末をもって、全国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置

は全て解除され、行動制限も段階的に緩和されてきたこと等から、厳しい

状況は徐々に緩和されており、このところ持ち直しの動きがみられる。 

ただし、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分

注意する必要がある。また、新たな変異株の出現による感染拡大への懸念

が生じていることから、新型コロナウイルス感染症による内外経済への影

響や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。 

こうした中、政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、「ウィズコ

ロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え、未来社会を切り

拓く「新しい資本主義」の起動、防災・減災、国土強靱化の推進など安全・

安心の確保を柱とする「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（以下

「経済対策」という。）1を策定し、令和３年度補正予算を編成した。

これを迅速かつ着実に実行することを通じて、足元の経済の下支えを図

り、景気下振れリスクに対応するとともに、感染が再拡大した場合にも国

民の暮らし、雇用や事業を守り抜き、経済の底割れを防ぐ。また、「新しい

資本主義」を起動し、「成長と分配の好循環」を実現して、経済を自律的な

成長軌道に乗せる。 

こうした下で、令和３年度の実質国内総生産（実質ＧＤＰ）成長率は

2.6％程度、名目国内総生産（名目ＧＤＰ）成長率は 1.7％程度となり、Ｇ

ＤＰは令和３年度中に感染拡大前の水準を回復することが見込まれる。ま

た、消費者物価（総合）変化率は▲0.1％程度と見込まれる。 

（３）令和４年度の経済見通し

令和４年度については、後段で示す「２．令和４年度の経済財政運営の

基本的態度」に基づき、「経済対策」を迅速かつ着実に実施すること等によ

り、実質ＧＤＰ成長率は 3.2％程度、名目ＧＤＰ成長率は 3.6％程度と見

込まれる。ＧＤＰは過去最高となることが見込まれ、公的支出による経済

下支えの下、消費の回復や堅調な設備投資に牽引される形で、民需主導の

自律的な成長と「成長と分配の好循環」の実現に向けて着実に前進してい

く。また、消費者物価（総合）変化率は、0.9％程度と見込まれる。 

ただし、引き続き、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリ

スクに十分注意する必要があり、また、感染症による内外経済への影響や

金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。

1 令和３年 11月 19日 閣議決定
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①実質国内総生産（実質ＧＤＰ）

（ⅰ）民間最終消費支出

感染拡大防止と社会経済活動の両立が図られる中で、社会経済活動が

正常化に向かい、また、雇用・所得環境の改善が進むことにより、増加

する（対前年度比 4.0％程度の増）。 

（ⅱ）民間住宅投資 

緩和的な金融環境の下、おおむね横ばいで推移する（対前年度比 0.9％

程度の増）。 

（ⅲ）民間企業設備投資 

「経済対策」の効果もあって、デジタル化・グリーン化の促進等に伴

い、増加する（対前年度比 5.1％程度の増）。 

（ⅳ）公需 

過去の経済対策等の実施が進んだ一方で、「経済対策」に伴う政府支出

や、社会保障関係費の増加等により、おおむね横ばいとなる（実質ＧＤ

Ｐ成長率に対する公需の寄与度 0.0％程度）。 

（ⅴ）外需（財貨・サービスの純輸出） 

海外経済の回復に伴い、増加する（実質ＧＤＰ成長率に対する外需の

寄与度 0.2％程度）。 

②実質国民総所得（実質ＧＮＩ）

実質ＧＤＰ成長率と同程度の伸びとなる（対前年度比 3.1％程度の増）。 

③労働・雇用

社会経済活動が正常化に向かう中で、雇用者数は増加し（対前年度比

0.4％程度の増）、完全失業率は低下する（2.4％程度）。 

④鉱工業生産

内外経済の回復に伴い、増加する（対前年度比 5.0％程度の増）。 

⑤物価

消費者物価（総合）は、経済の回復や前年度における携帯電話通信料

の影響が剥落する下で、上昇する（対前年度比 0.9％程度の上昇）。こう

した中でＧＤＰデフレーターは上昇する（対前年度比 0.4％程度の上昇）。 

⑥国際収支

所得収支の黒字が続く中、経常収支の黒字はおおむね横ばいで推移す

る（経常収支対名目ＧＤＰ比 2.8％程度）。
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（注１） 本経済見通しに当たっては、「２．令和４年度の経済財政運営の基本的態度」に記さ

れた経済財政運営を前提としている。 

（注２） 世界ＧＤＰ（日本を除く。）の実質成長率、円相場、原油輸入価格については、以下

の前提を置いている。なお、これらは、作業のための想定であって、政府としての

予測あるいは見通しを示すものではない。 

令和２年度 

（実績） 
令和３年度 令和４年度 

世界ＧＤＰ（日本を除く。）の 

実質成長率（％） 
▲1.6 6.4 4.0 

円相場（円／ドル） 106.0 111.8 114.1 

原油輸入価格（ドル／バレル） 42.9 76.0 83.0 

（備考） 

１．世界ＧＤＰ（日本を除く。）の実質成長率は、国際機関等の経済見通しを基に算出。 

２．円相場は、令和３年 11 月１日～11 月 30 日の期間の平均値（114.1 円／ドル）で同年

12 月以降一定と想定。 

３．原油輸入価格は、令和３年 11 月１日～11 月 30 日の期間のスポット価格の平均値に運

賃、保険料を付加した値（83.0ドル／バレル）で同年 12 月以降一定と想定。 

（注３） 我が国経済は民間活動がその主体をなすものであること、また、特に国内外の感染

症の動向や国際環境の変化には予見しがたい要素が多いことに鑑み、上記の諸計数

はある程度幅を持って考えられるべきものである。
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２．令和４年度の経済財政運営の基本的態度 

経済財政運営に当たっては、「経済対策」を迅速かつ着実に実施し、公的

支出による下支えを図りつつ、消費や設備投資といった民需の回復を後押

しし、経済を民需主導の持続的な成長軌道に乗せていく。 

最大の目標であるデフレからの脱却を成し遂げる。危機に対する必要な

財政支出は躊躇なく行い、万全を期する。経済あっての財政であり、順番

を間違えてはならない。 

経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組んでいく。 

その上で、岸田内閣が目指すのは、「成長と分配の好循環」と「コロナ後

の新しい社会の開拓」をコンセプトとする新しい資本主義の実現である。 

成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に全力で取り組む。し

かし、分配なくして次の成長なし。成長の果実をしっかりと分配すること

で、初めて次の成長が実現する。 

具体的には、「科学技術立国の実現」、地方を活性化し、世界とつながる

「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障」を３つの柱とした大胆な

投資とともに、デジタル臨時行政調査会における規制・制度改革等を通じ、

ポストコロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し、経済成長を図る。

また、賃上げの促進等による働く人への分配機能の強化、看護・介護・保

育等に係る公的価格の在り方の抜本的な見直し、少子化対策等を含む全て

の世代が支え合う持続可能な全世代型社会保障制度の構築を柱とした分

配戦略を推進する。 

加えて、東日本大震災からの復興・創生、高付加価値化と輸出力強化を

含む農林水産業の振興、老朽化対策を含む防災・減災、国土強靱化や交通、

物流インフラの整備等の推進、観光や文化・芸術への支援など、地方活性

化に向けた基盤づくりに積極的に投資する。年代・目的に応じた、デジタ

ル時代にふさわしい効果的な人材育成、質の高い教育の実現を図る。2050

年カーボンニュートラルを目指し、グリーン社会の実現に取り組む。

これまでにない速度で厳しさを増す国際情勢の中で、国民を守り抜き、

地球規模の課題解決に向けて国際社会を主導するため、外交力や防衛力を

強化する等、安全保障の強化に取り組む。 

これまでの政府・与党の決定を踏まえた取組を着実に進めるとともに、

財政の単年度主義の弊害を是正し、科学技術の振興、経済安全保障、重要

インフラの整備などの国家課題に計画的に取り組む。

日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を

行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、２％の物価安定目標を実現す

ることを期待する。 
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（参考）

主な経済指標

※ 民需、公需、外需の寄与度は実質成長率に対するもの。
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※ Go Toキャンペーン事業による消費者物価（総合）上昇率への影響を機械的に試算すると、2020年度に▲0.1％ポイ
ント程度、2021年度に0.1％ポイント程度、2022年度に▲0.0％ポイント程度と見込まれる。また、携帯電話通信料引
下げによる消費者物価（総合）上昇率への影響を機械的に試算すると、2021年度に▲1.3％ポイント程度と見込まれ
る。
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（単位：億円、％）

令和 ４ 年度 令 和 ３ 年 度 増　減　額 増　減　率
区 分 当初予算額 当初予算額 補正額 補　正　後 A－B A－D E／B F／D

Ａ B C B + C     D E F (%) (%)

　　所  得  税 　（ア） 203,820        186,670        13,600 200,270        17,150 3,550 9.2% 1.8%

　　法  人  税   （イ） 133,360        89,970 38,900 128,870        43,390 4,490 48.2% 3.5%

　　酒       税　 （ウ） 11,280 11,760 - 11,760 -480 -480 -4.1% -4.1%

    消  費  税   （エ） 215,730        202,840        8,240 211,080        12,890 4,650 6.4% 2.2%

（ア）×３３.１％ 67,464 61,788 4,502 66,289 5,677 1,175 9.2% 1.8%

（イ）×３３.１％ 44,142 29,780 12,876 42,656 14,362 1,486 48.2% 3.5%

（ウ）×５０％ 5,640 5,880 - 5,880 -240 -240 -4.1% -4.1%

（エ）×１９.５％ 42,067 39,554 1,607 41,161 2,514 907 6.4% 2.2%

    小       計 159,314        137,002        18,984 155,986        22,312 3,328 16.3% 2.1%

令和２年度国税４税決算精算分 - - 16,132 16,132 - -16,132 0.0% 皆減

平成28年度国税４税決算精算分 -449 - - - -449 -449 皆増 皆増

過年度補正予算精算分 -2,461 -3,004 - -3,004 544 544 -18.1% -18.1%

156,404        133,997        35,117 169,114        22,407 -12,709 16.7% -7.5%

既往法定加算等 154 4,746 - 4,746 -4,592 -4,592 -96.8% -96.8%

臨時財政対策特例加算額 - 17,169 - 17,169 -17,169 -17,169 皆減 皆減

156,558       155,912       35,117 191,029       646 -34,470 0.4% -18.0%

地方法人税法定率分 17,127 13,232 3,805 17,037 3,895 90 29.4% 0.5%

令和２年度地方法人税決算精算分 - - 3,840 3,840 - -3,840 0.0% 皆減

平成28年度地方法人税決算精算分 -0 - - - -0 -0 皆増 皆増

返      還      金 1 1 - 1 0 0 92.4% 92.4%

特別会計借入金償還額 -5,000 - -8,500 -8,500 -5,000 3,500 皆増 -41.2%

特別会計借入金利子充当分 -709 -760 - -760 51 51 -6.7% -6.7%

特別会計剰余金の活用 - 1,500 - 1,500 -1,500 -1,500 皆減 皆減

地方公共団体金融機構の公庫債権金
利変動準備金の活用 - 2,000 -2,000 - -2,000 0 皆減 0.0%

前年度からの繰越金 12,561 2,500 - 2,500 10,061 10,061 402.4% 402.4%

翌年度への繰越金 - - -12,561 -12,561 - 12,561 0.0% 皆減

180,538       174,385       19,700 194,085       6,153 -13,547 3.5% -7.0%

合       計 180,538       174,385       19,700 194,085       6,153 -13,547 3.5% -7.0%

内
普 通 交 付 税 169,705        163,921        19,418 183,339        5,784 -13,634 3.5% -7.4%

訳
特 別 交 付 税 10,833 10,464 282 10,746 370 88 3.5% 0.8%

（注）　１　表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しない箇所がある。

令和４年度地方交付税総額算定基礎

地
方
交
付
税

国

税

一

般

会

計

特

別

会

計

 小　　計（法定率分等）

（一般会計繰入れ）

計

計
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（単位：億円、％）

交　　付　　金　　名 ４年度 ３年度 増減額 増減率

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 535.1 526.3 8.8 1.7

国有提供施設等所在市町村助成交付金 299.4 291.4 8.0 2.7

施 設 等 所 在 市 町 村 調 整 交 付 金 76.0 74.0 2.0 2.7

電 源 立 地 地 域 対 策 等 交 付 金 1,023.5 1,079.0 △ 55.5 △ 5.1

特定防衛施設周辺整備調 整交 付金 376.1 361.1 15.0 4.2

石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 53.0 54.2 △ 1.2 △ 2.2

令和４年度　各種交付金計上額

資料７
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【地方公務員共済組合】

義　務
教育職

その他
教育職

警察官 事務職

長期 130.8231‰ 126.6863‰

35.0‰ 36.3‰ 21.0‰ 33.8‰ 30.1‰ 16.8‰

短期  給料 71.62‰ 76.50‰

 短期＋福祉 59.79‰ 64.60‰

 育休介護手当金 0.07‰ 0.08‰

 介護納付金 11.76‰ 11.69‰

 特別財政調整 － 0.13‰

 期末手当等 54.46‰ 58.57‰

 短期＋福祉 45.38‰ 49.60‰

 育休介護手当金 0.05‰ 0.06‰

 介護納付金 9.03‰ 8.81‰

 特別財政調整 － 0.10‰

240円 11,210円

【地方議会議員共済会】

(備考）「給付費」の負担金率については、各共済会の定款に定める標準報酬をベースとしている。

240円

－

9.55‰

32.2/10018.5/100

都道府県議会議員

32.2/100

56.24‰

0.09‰

11.77‰

－

56.93‰

給　　付　　費

8.82‰

－

240円

区 分

公立学校

99.1105‰

41.6‰

都道府県

一 般 職

市町村

一般職

114.9014‰ 139.8591‰

令和４年度　地方公務員共済組合負担金等の組合別負担率等

区 分

（備考）市町村一般職の事務費については、標準的な市町村職員共済組合に係る額である。

事 務 費

警　　察

追 加 費 用

 給料

 期末手当等

 公経済

64.83‰

0.03‰

36.48‰

46.06‰

－

12.40‰

0.04‰

事 務 費

68.10‰

町村議会議員市議会議員

13,129円11,378円19,343円

52.39‰

48.03‰

0.08‰
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